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【主担当部局・環境生活部】

｜県民の皆さんとめざす姿

県民一人ひとりがよ「交通事故を起こさない、交通事故に道わない」という交通安全意識の高揚に

加え、「地域で支え合い、地域の安全は地域で確保する」という意識を持って行動することで、交通

事故が減少しています。

また、交通安全施設等の整備が進み、誰もが安全で快適に通行できる道路交通環境が整備されてい

ます。

｜平成27年度末での到達目標 ｜ 

市町、学校、関係団体等さまざまな主体との連携が進み、それぞれの特性を生かした交通安全教育

や啓発活動が行われ、交通事故をなくすという地域主体の交通安全活動の輸が広がり、交通事故によ

る死者数が減少しています。

評価結果をふまえた施策の進展度と判断理由 ｜ 

進展度 。
＊ （あまり進まなかった）

判断理由

県民指標については、過去最少であった平成 25年から

18人増加し、目標を達成できませんでした。活動指標に

ついては、 3項目のうち 2項目は目標を達成し、なかで

も交通事故死傷者数は過去最少となり、 1年早〈目標を

達成しました。残り 1項目においても目標の99%を超え

る実績であったものの、全体として「あまり進まなかっ

た」と判断しました。

【＊進展度： A （進んだ）、 B （ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）】

目標項目
の説明

交通事故発生から 24時間以内の死者数

27年度目標 ｜平成23年度から5年聞に取り組む交通安全対策に関する計画（第9次三重県交通安全計画）
値の考え方 ｜に基づき、平成27年の目標値を設定しました。
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｜平成26年度の取組概姿 I 
①「三重県飲酒運転Oをめさfすま義詩文意十濁j をふまえ、規範意識の絞殺のための教育および知識の普及

や、再発防止のためのアルコール依存痘！こ穏する受診義務透鮫及び飲潟運転とアルコール問題！こ穏

する相談等のI&組を推進（事害発イベントの療催： 10鐙、受喜多義務議知数： 542通）

＠まE季の交通安全運動など、市町、関係機関・毘体等と連携した事葬祭浴室訪の実施（四季の交通安全漣

動への参加者数： 125,733人〉

③交遂安全教育（／）綴襲予?frtlず、地域等に根づかせるため、三五5霊祭交通安全研修センターを汚F隠した市

町や企業毒事の総長まなどま患緩や駿竣で交通安全教育変緩滋する指導者〈交通安全教育緩導者） （／）~義成
および資質向上（1,787人〉

④高齢者の察議文紡止のため、老人クラブをi:ft1i:,＼［こ地域の交通安全活動に自ら取り組む潟童事務〈交遂安

会シルパ…リ…ダ…〉の育成（295 人〉とシルパ…リーダーによる交通安全活動の災総 C~i銭安全

講潔会、街綴啓発活動等を通じた啓発延べ人数25,388人〉

⑤子どもの君事故防止のため、「交通安余アドパイザーj iこ子どもを主対象とした交通後会教育、広報

著書発足奇襲誌の実施（交通安全教議院後閣議女： 376題、交通安全教室への参加者数： 21,226人〉

怨霊患者殺路毒事の生活道路や新設道路等における穣号機の新設・改良、綾断歩道まや終草月灯の繋備（信号機

新設： 30連事）

⑦費支濃運霊華玉や速度超遜などの慈重量・危険な途反に重点を置いた取締り、シートベルトの着用の徹底に

3震点?f震いた指導取締りや関係機関・関体と連携した広報啓発活動（／）~築総
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｜平成26年度の成果と残された諜題（評価結果）

①平成 26年中の県内の飲酒運転が関係する死亡事故件数は9件（対前年比6件増）で、飲酒運転人
ゼロ

身事故件数は 55件（対前年比8件減）でした。「三重県飲酒運転Oをめざす基本計画」をふまえ、

施策、事業を展開し、飲酒運転根絶の取組を一層強化する必要があります。

②平成26年中の県内の交通事故による死傷者数は、過去最少の 1o. 829人（対前年比2,150人減）と

なり 1年早〈目標を達成しました。しかし、依然として1日あたり約 30人もの県民の方が死傷す

るなど厳しい情勢が続いていることから、引き続き、県民の皆さん一人ひとりの交通安全意識の高

揚を図るとともに、交通ルールの遵守と正しいマナーの実践を習慣づけ、交通安全教育や広報啓発

活動を推進していく必要があります。

③三重県交通安全研修センターにおいて、参加・体験・実践型教育を推進し、地域や職域で活動する

交通安全教育指導者を養成しました。今後も全ての県民に対して質の高い交通安全教育を提供でき

るよう、事業の充実や改善等を図っていく必要があります。

④平成20年以降、交通事故死者数の半数以上を 65歳以上の高齢者が占める状況〈平成26年 50.9%) 

が続いていることから、引き続き、高齢者などの交通弱者に重点を置いた交通安全教育や広報啓発

活動を推進するとともに、高齢者自らが安全な交通行動を実践するだけでなく、他の高齢者や地域

の交通安全に貢献できる仕組みつ、くりを進め、地域主体の交通安全活動の輸を広げていく必要があ

ります。

⑤「交通安全アドバイザー」による子どもを主対象とした交通安全教育を進めるとともに、変化する

交通情勢に的確に対応し、県民の交通ルール遵守意識の向上を図る必要があります。

⑤「ゾーン30」の整備をはじめ、通学路等の生活道路や新設道路等の安全確保を図っていますが、

交通事故を防止し、安全・安心な交通環境を実現するためには、引き続き、市町等からの要望をふ

まえて、信号機、横断歩道等道路標示の設置・維持管理等、交通安全施設整備等を計画的に推進し

ていく必要があります。

⑦交通事故死者数の減少に向けて、シートベルトの着用を含め運転者等の交通ルール道守意識の向上

等を図るため、交通指導取締り、交通安全教育・広報啓発活動等を一層推進する必要があります。

｜平成27年度の改善のポイン卜と取組方向【環境生活部次長北村文明電話：閃ト224-2峨｝｜

0①「三重県飲酒運転Oをめざす基本計画」をふまえ、規範意識の定着のための教育および知識の普及

や、再発防止のため、飲酒運転違反者に対してアルコール依存症に関する受診義務通知および飲酒

運転とアルコール問題に関する相談等の取組を推進します。

②三重県交通対策協議会を構成する 122機関・団体との幅広い連携・協力のもと、四季の交通安全運

動などを中心に、交通安全教育や全ての座席のシートベルト着用の徹底などの広報啓発活動を展開

し、県民一人ひとりの交通安全意識の高揚を図ります。また、木県の交通事故発生状況等をふまえ、

交通事故の発生割合が高い地域に重点を置くなど、効果的な啓発活動等に取り組むとともに、「第

10次三重県交通安全計画」（平成28年度～平成32年度）の策定に着手します。

0③三重県交通安全研修センターにおいて、交通安全教育を地域等に根づかせるため、地域や職域で活

動する交通安全教育を行う指導者をその特性に応じ段階的・継続的に育成します。また、センター

をより有効活用するため、親子で学ぶ環境づくりや教育内容等の見直しを行い、子どもや高齢者、

歩行者や自転車乗用者を対象とした参加・体験・実践型の交通安全教育を充実強化します。
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。④高齢者の交滋理事案支防止に向けて、高齢者が「随分たちが中t乙イになって地域の安会委後保守るjとい

う窓織のもとに交遜安全活動を綾遂できるよう、交通安全シルバーリーダー湾足立家業の研修カリキ

ュラム俊民演すとともに、三霊祭交透き記念吉野修センターとの連携などにより、交通安全シルパーリ

ーダ…の育成 a 活用に取り組んでいき家す。

⑤T-どもの交通事故防止のため、 f;i'.6数量記念アドパイザ－Jによる子どもを：：！：：対象とした出前方式等の

参加・体験・実践型の交通安全害致事専・ It事護老喜多幸洛訟のー震の推進を劉り淡To
@f議長号機、被断歩道等道路襟示の殺鍍・維持管理等、交遂安会主老後望室綴喜撃を計画的に推進するととも

iこ、遺学路等の生活道路においては、「ゾーン 30jの釜備を護主主与、き営会’安心な交通環境の実現を

めざします。

。交遂｝［.，－｝［.，遵守雪量殺の肉よさE隠るため、飲酒運転、速度超過毒事の諸悪質’念設な交還違反やシートベ

｝［.， トの着用i二塁重点を緩いた指導取締りを行うとともに、関係機関・図体等と連携した交通安全教事響・

広報啓発活動を使途し渓す。

* fOJのついた項呂法、王手足立27若手芸誌に特に注力するポイントを示してい渓3,
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【主担当部局．環境生活部】

！県民の皆さんとめざす姿 ｜ 

事業者から安全で安心な商品やサービスが提供されるとともに、消費者団体、地域住民、事業者団

体、教育機関、市町等のさまざまな主体の連携により、消費者啓発や消費者教育、情報提供が行われ、

県民一人ひとりが消費生活に関する正しい知識や情報を得て、自主的かつ合理的な消費活動を行って

います。

｜平成 27年度末での到達目標 」
身近なところで、さまざまな主体の連携による消費者啓発や消費者教育、情報提供が行われ、地域

で支え合う意識が高まることにより、消費者トラブルの予防や解決など県民の皆さんの自主的な取組

が広がっています。

1 まえた の出i1理由 I 
進展度

＊ 

B 

（ある程度進んだ）

県民指標は目標値を達成し、活動指標も目標値をほぼ達
判断理由｜

成したことから、「ある程度進んだ」と判断しました。

【＊進展度： A （進んだ）、 B （ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）】

目標項目
の説明

消費生活に関する講座、研修会、情報提供事業の情報を利用している件数（交通安全・消費
生活課調べ）

27年度目標
値の考え方

地域リーダー養成や教材提供等の啓発活動を促進する取組により市町や団体等地域における
啓発活動を充実し、年500件程度増加させていくことをめざし、平成27年度の目標値を56,000 
件と設定しました。
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〈単位：百万円〉

平成23年度 王手長記24生手渡 平成25長芋議定 平成26 平成27年度

笠盤盤笠
建築ム金1t
〈童三重人員）

日 。
I J5』 iI rnlJ • (1号人〉」

平成 26年後の取組概要 ｜ 
①平成27益事震から5年間の消費者施策の方向後を示す「三蓑嬢j務費者施策基本指針jを策定。あわ

宅金て、慈本指針の稔の一つである「議3::約かつ合理的な消費費活動への支援j 豪、消費者教育愛媛

滋するための「消費者教育推進言十函」として位震づけ

＠消費者密体や率3齢者間体等が会食の fみえ・くらしのネットワークjと漆携した消費者月聞記念

講演会（250人）や、職員等が主役緩や学校に出向く出青空議差益（26回 884人）、青少年滋殺さ主活講座

(14周1658入〉等による軍事費者iこ加え、ホームペ…ジや各種のイベントで消費生活情綴を提供。

また、教職員のための母ラーニング教材の伶足立〔2本）を支援

③消費者轡発地域リ…ダ…幾成講座を開｛複する之ともに、地域での啓発iこ用いる教材の提供等によ

り完苦霊誌を支援（養成議室装： 5(f雪200入、リーダー登録者： 3震計 150人〈前年波上主犯人増））

④三五媛県消費さ主活センターの消費量生滋相談員の研修派遣や添書7消費生活相談員議事のための研修会の

開催により淡費生活相談員の資質向仰とを支援、市町ホットラインを使った相談対応iこ書きする助言

や市町の広域的主主携の調薬！こより市町招談体側の充実を支援〈広主愛会主義3殴）

⑤事業者！こ対し、特定書草取引法！こ基づく行政指導（2件〉や、近隣医薬および関係機関との連携！こよ

る念間行政指導（ 1イ引をき緩簸

⑥食材者提示の遼正化豪閣るため、増員した2,g,の不当言語取引捻君事専門員による、ホテ）！，..・旅館・絡

婚式場iこ対する啓発指導や、研修会（2 Ii型100人）、臨B点検毒事窪主的取般の交緩を実施。 'ff,tと、
社団法人三室霊媒重量お協会の食品衛生指導員の巡罰訪問（13,342件〉により景品表示法を罵童話

平成26年皮の成果と残された課題（評価結恥

①三霊泉滋資金活対策審議会jこ諮り、三議県消要費者擁策基本指針、および三重県消繁華E教湾推進言十嵐

を策定しました。今後l立、議本指針、後滋雲十閣に基づいて異体義きな施策を進める必獲がるります。

②消費活動に関する著書発や各穫の情報発僚に努めました。引1き綴2きお書き講座や管少年繕Ji等だけでなく、

浅まざまな広報媒体を活用して瞥発言E災施し、消費者の雪量織向上と被害妨止に努める必要があり2ます。

③言語鈴者！こ対する怨霊堂商法等I])情報機供等を行ってき2ましたが、高齢者のさらなる増加を.l'f.燃えて、

地域ソーダ…による見守り体総の強化を促進する必獲があります。

④広域意義携による市町相談体制の充実を進めている松阪市、大会初、多気町、明和信7と合間して啓発

事業安契機しました。今後も各市町の相談体総の状況を把援し、殺談体制の充笑iこ向けた｛働きかけ

や劾言霊祭行っていく必要悪があります。
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⑤特定商取引法に基づく行政指導を行いましたが、次々と新たな消費者被害事例が発生しており、引

き続き関係機関等との連携を強化し、情報交換を行いながら、積極的に事業者指導に取り組んでい

く必要があります。

⑤食品表示の適正化に向けて事業者が実施する研修会や自己点検等の自主的取組を支援しましたが、

平成26年度も食材の不適正事例が発生したことから、引き続き、農林水産部、健康福祉部と連携

し、事業者に対する啓発や監視指導を強化していく必要があります。

平成 27年度の改善のボ：：.（ ：；トと取組方向【環境生－活部次長北村文明 059 224 2468 J I 
①平成 26年度に策定した三重県消費者施策基本指針と三重県消費者教育推進計画に基づき、消費者

施策を進めるとともに、消費者、事業者、教育関係者、福祉関係者等と連携し、消費者の特性・場

の特性に応じた消費者教育を推進します。

0②安全・安心な消費者環境の実現をめざして、さまざまな主体が参画する「みえ・くらしのネット

ワーク」の拡大を進め、連携して幅広く啓発活動を行います。また、複雑化・巧妙化している悪質

商法などの状況に応じ、出前講座等の内容を工夫するとともに、警察や関係団体等と連携して啓発

を実施し、消費者トラブルの未然防止と拡大防止を図ります。さらに、フリーペーパーやシネアド

（映画館CM）による新たな啓発を実施します。

0③高齢者の消費者被害防止のため、市町や関係団体等と連携し、これまでに養成した消費者啓発地域

リーダーを生かして、地域の実情に応じた啓発活動が進められるよう取り組みます。また、「消費者

安全法」の改正に伴う地域の見守り体制の強化が図られるよう取り組みます。

④三重県消費生活センターの県内消費者行政の中核センターとしての機能を発揮し、消費者事故等に

関する情報集約や情報提供を行うとともに、引き続き相談員の資質向上を図り、専門的な相談対応

を行っていきます。また、県民に一番身近な市町において消費生活相談に対応できるよう、相談窓

口・相談体制の充実等について市町に働きかけや助言を行います。

⑤悪質な商取引について、市町や警察、近隣県、関係機関等と連携して合同指導を行うなど、効果的

な事業者指導を行います。

⑤改正された景品表示法に適切に対応するとともに、消費者庁、関係部局、事業者団体等との連携に

より、事業者に対する自主的取組の支援や監視指導の充実に取り組みます。また、食晶表示の適正

化に向けて農林水産部、健康福祉部とJ連携し、事業者に対する啓発や監視指導を強化します。

＊「O」のついた項目は、平成27年度に特に注力するポイン卜を示しています。
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【主担当部局．環境生活部】

｜県民の皆さんとめざす姿 ｜ 

低炭素社会の実現に向けた県民一人ひとりの日常生活や事業者の事業活動における温室効果ガス

排出削減の取組によって、温室効果ガス排出量の削減が進んでいます。

平成27年度末での到達目標 ｜ 

意識を行動に移すきっかけを提供することにより、ライフスタイルの転換が進み、省エネ等の温室

効果ガス排出削減の取組が浸透しています。事業者においても環境経営が促進され、事業活動の中で、

温室効果ガス排出削減の取組が広がっています。

また、県民の皆さん、事業者が一体となった地域ぐるみでの取組が活発化しています。

｜評価結果をふまえた堕竺進展度と判断理由 ｜ 

進展度 c 

＊ （あまり進まなかった）
判断理由

県民指標（24年度実績値）について、排出量は＋3.1目以
下の目標値に対して、実績値＋6回目指となり、目標を達成

できませんでした。

電力事情に伴う排出係数＊の状況や活動指標の平均達

成率［各目標項目の達成状況の平均（0.86）：進展度BJ
も考慮し、総合的に進展度を「あまり進まなかった」と

しました。

【＊進展度： A （進んだ）、 B （ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）】

目標項目
の説明

三重県域から排出される二酸化炭素などの温室効果ガス排出量の基準年度（平成
2(1990）年度）比。なお、「三重県地球温暖化対策実行計画」では、平成 32(2020）年
度の目標値は基準年度比で、ー10%としています。

※平成24年度は、東日本大震災後、原子力発電が稼働停止したことに伴い、火力
発電に移行していることから、電気の供給1kWhあたりの二酸化炭素の排出量を示す
指標である排出係数が平成22年度の同係数よりも上がっています。

このため、平成 22年度の排出係数で平成 24年度の温室効果ガス排出量を算定す
ると、＋3.9%となり達成状況は、 0.88となります。

27年度目標 ｜平成 32(2020）年度を目標年度とする「三重県地球温暖化対策実行計画」の目標を達
値の考え方 ｜成するため、毎年、均等に削減するという前提のもとに目標値を設定しました。
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15101 糊効 大祭模事業所jこ ／ ／  やむ， 6%以下 +1. 2回以1 +1. 8目以下

5畏ガス排出削減 おける温室効果 (23年度） (24年度） (25年IllI 1. oo 
の取組推進 ガスの排出景の 。語 今1.9翼 +2. S翼

(25 ＋匁1.躍6を出） 
(l輩尊量生活部〕 増減比率 (22益事療） (23若手変｝ (24年度｝

二重県版小規模

15102 
事業所向！ナ環境｜ ／ 2号Of牛i330伶！ 350件 j 420件

縁境経蛍の促進 マネ叩ジメントシ 0.47 
スァム（M…ε

〈環境生活部〉 MS）準緩まま奇襲 I 246件｜ 278件｜ 295 f体！ 3211手

業主奇襲支〈累計｝

/ 5, 300人 5, 600人 問。人｜ i刊号入
環境行動の促進 潔考資浴室勢参加者

I 1. 00 

（環境魚沼昔日）数 ヰ，957人 4,875人 5, 639人 6, 100人

15104 環境教育参力者 / 30,000人 33, 000人 33, 000人 I I 33, 000 
環境教事警の後滋 日 I 0. 97 

〈ま襲主義主主完号線） 数 29, 454人 33, 797人 31, 911人 32, 149人

｛単位：百万汚〉

平成23空手渡 24年俊 平成25年度 浮足立26 率五支27年度

予算額等

盤基ム金堂
盟童全量2

ao 
153 

(17人〉

。
(17人〉｜

80 

151 

(17人）

i平成26年度の取組概後 ｜ 

①祭畏，事業者等のエネルギ…使用量削減などの自主的な翼翼線後捻迭するため、地球温暖化対策推滋

条0111こ基づく指針を作成し、セ宅ナーや事業所訪問などを滋じて広く局知（695事業者）

②伝炭素なまちづくりをE進めるため、伊勢市における電気闘動態（EV）等を活湾した低炭素社会モ

デjレ害事業において、協議会が策定した行動計画！こ纂づt号、関の補劾制度を活用した充湾施殺， EV

の普及や電気パスや意気自動車で図るスタンブラリ…11::蘭（エコスタンプラリー〉の災機

③地球j蹴暖化の滋行！こ伴う三重渠の気候変動の現状について情報提供を行う「三叢祭気後変動レポー

ト」表作成し、漁民へ病理T等を還して箆知

④省ニEネなど環境に菌EJi重した環境経営を遂事ちるため、滋工会議所等と連携し、三五3重県絞Jj、幾機運葬業所

向It潔境＂？＇.t，ジメントシステム（M-EMSJの普及望書発を実施（新規認証取得： 26件）

⑤護主緩からのj温室効果ガスの排出鷺を削減するため、ま也まま滋媛化防止活動捻滋~ンタ… a:拠点とし、

絡ま求j忍綴化妨i主活動推進員等による出紛談話装空事の地球還媛化訪iとiこ係る著書然活動安市町等と連携し

てき建主義〈滋前講座等参加者数： 6,100入、その他イベント等参加者数： 12,004人〉

＠ま棄滋学習活動を推進するため、滋帯電学潔情報センターを拠点としてま葉考察珍潔iこ係る議庭、イベント

毒事を約図体と遼携し実施
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【環境学習情報センタ一環境教育参加者数： 32,149人】

【森林文化・森林環境教宥の活動回数 : 1, 903回】

⑦国際環境協力の一環として、ブラジルサンパウ口州政府の要望により、「医療関係廃棄物処理とリサ

イクル（焼却処理後の廃熱利用）」をテーマとした研修を実施することとし、研修生の受入準備を進

めていたが、州政府側の都合により研修を中止

平成 26年度の成果と残された課題（評価結果）

①省エネなどの事業者の自主的な取組の促進を行ってきましたが、事業者等における温室効果ガスの

排出削減の取組などについてのアンケー卜調査を実施したところ「カーボン・オフセット」、「エコ

通勤」など実行率の低い取組があり、その取組の実行率を高めていく必要があります。

②伊勢市内における充電施設の設置箇所が 21ヶ所（予定も含む）になりましたが、 EV等を活用す

る環境づくりを進めていくためには、充電施設の整備をさらに進める必要があります。

③地球温暖化による気候変動への適応について、県ホームページや9回の説明会の開催などで情報提

供を行いました。しかし、各地における気候変動の多発とともに、温暖化に関する情報提供を求め

るこーズが高まっていることから、さらに情報提供を行う必要があります。

④三重県版小規模事業所向け環境マネジメントシステム（M-EMS）については、 26件の新規事業

所を獲得しましたが、 M-EMSの認証取得事業所数は減少傾向にあるため、委託業務のより効果

的な実施により、認証事業所数の増加を図っていく必要があります。

⑤地球温暖化防止活動推進センターでは、延べ 6,100人に対して講座により啓発に取り組んでいます

が、依然として、家庭からの温室効果ガスの排出量は、横ばい傾向にあります。そのため、地球温

暖化防止活動推進員による啓発事業についてより効果が上がるよう、的確なニーズの把握や事業内

容の見直しを検討する必要があります。

⑤環境教育の推進については、環境学習情報センターを活用した講座やイベン卜等の開催などにより、

ここ 3年を通して3万人を超える参加者がありますが、今後も引き続きより多くの人たちに参加い

ただけるよう、環境問題の学習の場を提供じていくとともに、 ESD （持続可能な開発のための教

育）ユネスコ世界会議の成果をふまえ、 Es Dの取組を推進していく必要があります。

⑦サンパウ口州との共同宣言をふまえ、サンパウ口付｜の行政職員を対象どした環境保全に関する研修

の実施に向けて、州政府のニーズを把握し、再度、調整していく必要があります。

｜平成 27年度の改善のポイントと取組方向［環境生活部次長林秀樹電話 059-224引 os] I 

0①アンケー卜調査で明らかになった実行率が低い取組を促進するため、カーボン・オフセットの促進

を図るとともに、「エコ通勤デー」を設け、通勤手段を自家用車から公共交通機関に誘導する「エ

コ通勤」の推進をパス事業者等と連携し行っていきます。

②伊勢市で実施しているEV等を活用した低炭素社会モデル事業については、 EV等で観光できるよ

う、充電施設の整備を引き続き促進するとともに、この事業で得られた成果を生かし、他の市町へ

低炭素社会づくりの展開を図っていきます。

0③地球温暖化の緩和と適応の視点から、園の動向を見極めつつ知見をもっ専門家を交えた調査・研

究を行い、県民の皆さんへその情報提供を行っていきます。

④事業者の環境マネジメン卜を促進するため、他の自治体などのベンチマーキングを行い、 M-EM

S認証機構と連携し、取得事業所が増加するよう効果的な取組を進めます。

⑤家庭部門における自主的な温室効果ガス排出削減の取組を進めるため、他の地球温暖化防止活動推

進センターの取組についてベンチマーキングなどを行い、事業の効果が高まるよう内容について検
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討してい浅ます。なお、土袋線混線化防止活動後滋-I?ンターの指定期間が今年度で終γすることから、

来年度4月1日からの指定！こ向けて、外部帯言語筆者などによる後員会で選定安行います。

O＠環境教事警のさらなる3苦笑を留るため、環境学習情報センターにおいて、県民のニ…ズの把握を行い、

二…ズにあった学潔メニューを増やすとともに、 Es Oの際経を推進してい2きます。

なお、環境学寝苦情毅センターの管滋については、指定管濯者制度を導入し、現指定期間の緩終年度

となることから、新たな指定管潟若者の選定、指定後行います。

⑦冨際環境協力の一環として、サンパウロ州のこ…ズ！こ応じた環境保会iこ言毒する研修が、公益財毘法

人~綴安祭主義技術移転センター（ I GETT）後活泊して実施で~るよう、関線数量書課と連携して、

サンパウロ3持政府と調整豊後図っていきます。

* fQJのついた調関i立、平成27年度！こ特に注力するポイントを示してい設す。
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【主担当部局：環境生活部廃棄物対策局】

｜県民の皆さんとめざす姿 I 
私たちの生活や事業活動から生じる廃棄物について、県民の皆さんや事業者などのさまざまな主体

の連携により、発生抑制、再使用、再生利用が進み、環境への負荷が最小限に抑えられ、また、再使

用・再生利用がちきない廃棄物が適正に処理されている循環型社会の構築が進んでいます。

｜平成 27年度末での到達目標 ｜ 

従来の再使用・再生利用の取組に加えて、排出事業者責任の一層の徹底や県民の皆さんの環境配慮

に関する意識醸成、さまざまな主体の連携による地域での廃棄物（生ごみ等〕の循環利用を図ること

によって、焼却や埋立処分される廃棄物が減少しています。また、産業廃棄物の不適正処理に対する

監視指導の強化と、地域自らによる監視の取組が広がることによって不法投棄を許さない社会づくり

が進むとともに、過去の不適正処理事案が迅速に是正されてきています。

し l E由（県民指標は目標を達成しているが、活動指標の平均達成

率を考慮して、「ある程度進んだ」と判断しました。

B 

（ある程度進んだ）

進展度

＊ 

【＊進展度： A （進んだ）、 B （ある程度進んだ〕、 c （あまり進まなかった〕、

県民指標

自襟項目

廃棄物の最終
処分量

目標項目
の説明

23年度

レ／｜

24年度

目標値
実績値

352千トン｜

以下｜

(23年度）｜

26年度

目駅で置・困難
338千トン｜ 323千トン

以下｜ 以下
(24年度） I c25年度〕

323干わ 308千トン
(24年度） (25年度）日事I 345千トン

(23年度）J埠4
面司亘書51甚書信TII－抗目標項目の説明と平成27年度目標値の考え方

最終処分された一般廃棄物と産業廃棄物の総量

D （進まなかった）】

目標達成
状況

1. 00 

27年度

目標値
実績値謹
306千トン

以下
(26年度〕

27年度目標
値の考え方

廃棄物処理計画の目標値の考え方をふまえて設定した平成27年度目標値の達成に向けて、平
成27.年度の目標値を 306千トン以下と設定しました。
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活動指標

2基本事業 目襟I貰回

15201 ごみゼ
口社会づくりの

1人1日あたりの

推進（環境生活
ごみ排出量（ー

部廃棄物対策
般廃棄物の排出
量）

局）

15202 産業廃
棄物の適正処
理由再生利用の 産業廃棄物の再
推進 生利用率
（環境生活部廃

棄物対策局）
15203 不法投
棄等の早期発
見・未然防止、

産業廃棄物の不
不適正処理の是 法投棄総量
正の推進
（環境生活部廃

棄物対策局）

平成 23年度

予算額等

概算人件費

（配置人員）

闘圏繭園調聞瞳闘
926 ｜ ／｜ 河川 9~ I n/, 9~ I _" ！~－~I 

ヨ圃置圏圏内日以下包

聾盤9日同盟

園圃認書人市一
－－－EVG一

白fJ』 L」 白fJ、、 ι」 g／人・日以
以下 以下 下

(23年度） (24年度） (25年度）
0. 94 

966 967 980 982 
g／人・日 g／人・目 g／人・目 g／人・日

(22年度） (23年度） (24年度） (25年度）

［／ 39. 2% 41. 5% 41. 8% 42. 2% 
(23年度） (24年度） (25年度） (26年度）

1. 00 
36. 9% 41. 1% 41. 8% 43. 0% 

(22年度） (23年度） (24年度） (25年度）

｜／ 
440卜ン 370トン 370卜ン 370卜ン
以下 以下 以下 以下

0. 75 

462トン
(22年度）｜ 150トン ｜ 623卜ン ｜ 493トy

（単位：百万円）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成 27年度

｜平成 26年度の取組概嬰 l 
①南海トラフ巨大地震等における災害廃棄物処理を円滑に進めるため、国の検討状況をふまえた県の

災害廃棄物処理計画を策定するとともに、市町の災害廃棄物処理計画策定を促進

②ごみゼロ社会の実現に向けて、「もったいない」という環境意識の普及啓発を進めるため、ごみゼロ

キャラクター「ゼロ吉」を活用した普及啓発や市町等と連携じ学校現場や地域における環境学習を

行うとともに、市町の循環型廃棄物処理施設の整備について技術的支援を実施

③R D F ＊焼却・発電事業については、安全で安定した運転を確保しつつ、事業終了後の関係市町等の

ごみ処理体制や処理の方法等についての技術的支援を実施

④産業廃棄物の適正処理を進めるため、多量排出事業者等を重点的に訪問するなど電子マニフエスト＊

と優良認定処理業者の利活用を促進

⑤廃棄物の再資源化を促進するため、廃棄物系バイオマスの再資源化に向けた技術的支援や情報共有

を進めるとともに、三重県リサイクル製品の利用を推進

⑥不適正処理の未然防止や早期発見のため、厳正な監視・指導を行うとともに、民間パトロールの活

用や監視力メラによるチェック体制の強化に加え、多様な主体との連携を強め県民への啓発を実施

⑦行政、排出事業者および処理業者の連携を図り、それぞれが歩調を合わせて不法投棄対策を推進す

るための情報交換の場を設けることにより、不法投棄を許さない社会づくりを推進

⑧産業廃棄物が不適正処理され、生活環境保全よの支障等のある4事案について、産廃特措法に基づ、

く国の支援を得て引き続き恒久対策を実施
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平成26年度の成果と残された課題（評価結果）

①平成23年3月に策定された「三重県廃棄物処理計画」は、計画期間が平成27年度までとなってい

ることから、次期廃棄物処理計画の策定時期をむかえています。

②広域的な大規模災害時の廃棄物処理について、県の役割を明確にした「三重県災害廃棄物処理計画J

を策定しました。今後は、県計画の実効性を高めるために、処理困難物対応マニュアル等の整備が

求められます。また、南海トラフ巨大地震等に備えた市町災害廃棄物処理計画策定に向け、全市町

と個別協議やブロック別協議を実施し、個別具体的な課題等への対応案を提案するなどの技術的な

支援を行いました。引き続き、市町計画策定に向けた支援を行う必要があります。

③ごみぜ口社会の実現に向けた取組として、「もったいない名人」テキス卜を使用した出前授業等によ

り「もったいない」意識の醸成を図るとともに、幼児向けに「もったいないかみしばい」を作成し、

市町等に啓発資材として提供しました。 1人1日あたりのごみの排出量は、平成 24年度実績 980g

でしたが、平成25年度実績982gとほぼ横ぱいでした。また、一般廃棄物の最終処分量は平成24年

度実績4万1千トンでしたが平成25年度実績5万トンに増加しました。今後も市町の取組を支援す

るとともに、さまざまな啓発ツールを活用したごみ削減の取組を進める必要があります。

④R D F焼却・発電事業については、関係市町のごみ処理が円滑に進むように、安全で安定した運転

を確保できるよう努めるとともに、 RD F焼却・発電事業終了後の関係市町等のごみ処理体制構築

に向けて、市町等で設置した機器選定委員会等に参画し技術的支援を実施する必要があります。

⑤産業廃棄物の3Rの推進により、産業廃棄物の最終処分量は平成24年度実績28万2千トンでした

が平成 25年度実績 27万トンと減少しました。また、産業廃棄物の再生利用率は平成 24年度実績

41. 8%でしたが、平成 25年度実績 43.0%となりました。今後も産業廃棄物の3Rや適正処理を進

めていく必要があります。また、多量排出事業者等に対しては、排出事業者の処理責任の徹底に向

け、環境技術指導員が普及啓発を行い、より一層の排出事業者の処理責任が徹底されるよう取り組

む必要があります。

⑤廃棄物系バイオマスの資源化の促進を図るため、関係者（排出事業者、処理業者、農家、行政等）

による実証実験を実施し、これらの結果について地域協議会等で情報共有を図るとともに、燃料化

の現地見学会や利用技術の確認、および液肥利活用事例セミナーを開催するなど情報発信を行うな

ど、民間事業者による，事業化に向けた関係者の連携強化を図りました。

⑦平成26年度の不法投棄総量は493トンと目標値を達成できませんでしたが、前年度（623トン）に

比べ減少しました。産業廃棄物の不適正処理事案等については、悪質事業者に対し事業停止命令（3

件）を行うなど厳正に対処しました。また、産業廃棄物の不適正処理の早期発見・未然防止のため、

廃棄物メール 110番を開設するとともに、ラジオ放送や「不法投棄を許さない社会づくりフォーラ

ム」による啓発を行いました。今後もより効率的で効果的な監視・指導となるよう、さまざまな主

体と連携を図り、不法投棄の根絶に努める必要があります。

⑧産業廃棄物が不適正処理された4事案について、恒久対策に係る実施計画に基づき、工事を実施し

ています。産廃特措法の期限である平成34年度までに対策を完了するよう、着実に工事を進めてい

く必要があります。
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｜平成27年疫の改畿のポイントと取組方向 J 
0①次期廃獲物処遺言十磁については、平成28年皮から平成32年度までの5カ年を言十滋議選織とし、社会

情勢の変化やE誕の釜本方針をふまえ、手義内のE襲撃程物の現状や課題に対応できる針路を策定します。

。②南海トラフ際大地震等による災著書漆禁物の円滑な処理が実施されるよう、処潔隠襲撃物対応マごユア

Jレや広域処理マニュアル等を繋備するとともに、市町、民商事業者団体等との漣携強化iこ取り組み

＊す。また、市町計画策定！こ向け、職員の災害害対応力向上のための研修会後開催するとともに、有

識者毒事によるアドバイザリ…ボ…ρを君愛護し、技術約支援を行いを主す。

。③ごみそ口社会の実現に向けた取組として、引き続き出前授業宅撃をき総B撃していくほか、効果的な普及

のための方策の検討や、市町における廃棄物処理システムの議滋化のためのツール（廃棄物会計、

ごみ処理カんテ〉の滋F丹後鋤起きかけていきます。また、平成27達手袋iま fごみゼロ主士会実現プランJ

のcp題呂標年度となることから、県民等の意識調査を行い、中英号El様の言卒｛蛮を行います。

④R D F焼却 z発電参議震については、関係市町のごみ処狸が円滑に進むように、安全で安定した遂事五

を確保できるよう努めを主1人また、引き続きRD F焼却・9若宮質事業終了後の関係市町毒事のごみ主義灘

体制構築に向｛す＂＇（、子育防毒事で皇室還した技術検討委員会毒事Iこ番多測し技術的支援を実施してい泰宏T•

O⑤環境技術指導員が多援排出事業者等を怨]JIJIこ訪問し、官震予マニヱフェス卜および優良認定処理重量挙ぎの

活用が進んでいかい事業者を中心に働きかけを行い、排出家業者の処理責任の徹底に向けた店主総を

促進しを主す。

⑤漆棄物采バイオマスの再資源化の促進について、望義i;t;J2主主竣における地域協議会の成長良や笑証実験

で宅金言正容れた総菜等を関係者で共有するとともに、廃棄物系パイオマスの涛資源化後促進するため、

察内（［）市町や著書業者に情報提供していき絞す。

。⑦護霊祭綴獲物の不渡正処理霊の未然訪止や恩典月発見のため、引き続き厳正な室主後・指導後行うとともに、

悶パトローJしの霊主主霊ヱリア拡大や新たな陵視カメラの導入iこよりチェック然苦手lj(f)強化を留りま

す。また、民間事業者等と豪雪1とに協定を綴給するなど、市町、県内自：：！：：活動際体毒事さまざまな主体

との連携を強化し不法投棄を雲寺Zきない社会づくりを進めます6

。⑧産業廃棄物が不適正処理4きれたヰ毒事案について、平成 34年度までに対策a:宛γするよう、着実に

ヱ事を実施してい百きます。なま吉、工事のき建獲にあたっては、地元および関係機関と十分に誠撃し、

工事の進捗状況や水質のモニタリング結果等を釣確に情報共有します。

* roJのついた項目！立、平成27年度jこ終！こ渓3むずるポイントを示してい＊す。
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【主担当部局：環境生活部】

｜県民の皆さんとめ付姿 ｜ 

自動車排出ガスや生活排水など身近な暮らしの環境問題に対する意識が高まり、県民の皆さんやさ

まざまな主体が協力して大気や水環境の保全に積極的に取り組んでいます。

また、大気や河川、海域の環境基準ホが達成され、県民の皆さんが良好な大気・水環境のもとで、

健康的な生活を営んでいます。

l平成27年度末での到達呂標

県民や事業者の皆さんによる、自動車排出ガスによる局地的な大気汚染の解消への取組が進み、大

気環境測定地点における大気環境基準が達成されるとともに、生活排水処理アクションプログラムの

目標の達成等により、河川や海域における水質が維持または改善しています。

また、地域において森・川・海のつながりを意識しながら、さまざまな主体による連携した取組

が活発に行われるようになっています。

進展度 B 

＊ （ある程度進んだ〕

県民指標については、目標を達成できませんでしたが、

生活排水処理施設の整備が進むなどの活動指標の達成状
況もふまえ、「ある程度進んだJと判断しました。

【＊進展度： A （進んだ）、 B （ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）】

目標項目
の説明

大気環境測定地点および河川｜・海域水域における環境基準の達成割合

27年度目標 ｜全地点および全水域で環境基準を達成することを前提とし、一部の環境基準の達成が著しく
値の考え方 ｜困難な水域については、水質改善を図ることとして目標値を設定しました。

活動指標

瞳置E盟国騨掴醐暫踊闘
1 ：：~尉［：：準認排！づ司判 g~I g~I 0.99 己判15401 大気・水
環境への負荷の
削減
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15402 E量動家 i, ~Ox· 州法対策勉
1. 00 環境対策の推進 考案内の大気環境 mm匝i

主主導達成率 60.0部 100出 100完

78.8指 79. 7話 80. 5完

15403 制排｜生活排水組織 I/ I <23糊〕 (24年度｝ (25年君主〕 I 
1. 00 

氷対策（］）後退量 設の整備率 I 78日軍 i 7立i事 79. 5出 BO，君事 1

(23年度〉 (24年皮） (25年度｝

15404 伊勢湾 水環境の係金活 ／／  19. 000人 24,50告人 25, 500人 l

の袴然 霊能！こ参加した県 1. 00 
震の数 16, 475人 23,834人 21, 725人 25, 984人

15405 環境保
翻重苦研究成果件 ／／／  41件 4件 母体 i

会のための毒事変 1. 00 
研究の援活重

数 3件 41・キ 2 {i牛 4 ｛＇牛

〈単位：百万円）

主手長文23ま手E変 平成24主手笈 平成25生存際 平成26査手段 平成27空宇皮

そ予害事領事事 15. 597 14. 330 14, 162 13, 484 

機3軍人件費 1, 244 1, 232 1. 173 

（配置人員〉 - (138人） (134人〉 (132入〉

｜平成26年疫の取総務委 ｜ 

①32 ))II）湾局（四日市市mq交を賂 10局を含む〉で二重量化窒索、光化学オキシダン I-, P M2”5（微小粒子

状物笈Y等7項目後潔lj廷して、大気球繍2基準の達成状況~抱援し、測定総5襲〈速報値）をホーム

ページiこ掲鍛

②工場基事業場の立入検査を実施〈検体採取を伴う立入工場・事業場数48、その他の立入工場・害事業

場数 600）し、ばい煙（いおう重量化物、！まいじん、有害物質〉、襲撃多者数有機化合物本およびダイオ

キシン類の排出義準の渡合状況を確認

③光化学オキシダント濃度が潟い日においては、光化学スモッグ予報を発令（1B、2地域）し、光化

学スモッグによる被著書~米然iこ妨止〔光化学スモッグによる被議報告なし）

④自動車転NOx・P M法権対策地域において、自動車排ガス潔IJ慾馬等（15)Jl.1J淀殿）でこ酸化窒重軽およ

び浮遊粒子状物質を測定

⑤P M2.5について、注意喚起する体制を維持。また、主主慾喚起の対象範践を燦内一括から 3地主義er北

勢・中勢’ F荷勢志摩j、f伊重要J、「東紀州J) rこ区分し注意喚起の意義周を~君主し

⑥47；湾Jil62水域、 4海域告＊淡におけるBO0ヘc0 o滋毒事の水質JllJ定ならびに治下水 38地点に

おける氷室電車IJ定を実施し、公共汚水減の環境基準の達成状況愛娘援

⑦工場・署尊重量場の排水毅や有害物質の後潟を考慮して立入t業後奪実宣告〈採水を伴う立入工場‘事ま議場

数 264、その他の念入：ζ場・事業場数 296)

③線内43；弓川を対象として＊生生物の保全に係る水量霊安撃機基準の類型？君主霊祭実施（平成27年1Jヨ27

忠告示〉

e⑨伊勢湾（／）手写生に向け、三媛大学など研究機関ど意義携し貧重量素水域毒事の対策に係る譲変喜寿究を実施
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⑬園の平成 24年度補正予算で措置された「海岸漂着物地域対策推進基金」を活用し、県内の海岸漂

着物の回収・処理を実施。発生抑制対策として、映画CM、テレビCM、ラツピング電車等を活用

した広報や、海岸漂着物問題に係るキャンペーンを実施。さらに、子ども向けの啓発展示物を三重

県環境学習情報センターに新設。また、東海三県一市の海岸漂着物対策検討会として、連携じて海

岸漂着物問題の普及啓発に取り組むとともに、財政措置の継続等について国への提言活動を実施

⑪海岸清掃等のボランティア活動である「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」を愛知県、

岐阜県等に呼びかけて実施

⑫市町および関係部と連携して、下水道、集落排水や浄化槽などの生活排水処理施設の整備を推進

｜平成 26年度の成果と残された課題（評価結果）

①県内の二酸化いおう、二酸化窒索、浮遊粒子状物質等について、すべての測定局（32測定局）で環

境基準を達成する見込み（速報値）であり、おおむね良好な大気環境が維持されていました。

②大気環境に与える影響が大きいと恩われる工場・事業場のうち 48箇所で検体採取したところ、す

べてで排出基準を満足していました。

③光化学オキシダント濃度が高い場合に光化学スモッグ予報を発令しました。また、光化学スモッグ

の主な原因物質と考えられる揮発性有機化合物等の規制対象事業場に立入検査を行いました。引き

続き揮発性有機化合物等の排出抑制に取り組む必要があります。

④N Ox・P M法対策地域の測定局において、 N0 xが4年連続で環境基準を達成（平成 26年度は

見込み）しています。引き続き目標年度となる平成32年度（中間目標年度は平成27年度）に向け

て対策地域内の大気環境の状況を注視していく必要があります。

⑤P M2. 5の指針値超過のおそれがなく注意喚起した日はありませんでした。また、県内一括での注

意喚起の運用を、地域濃度の実態に合わせて見直しました。引き続き指針値超過のおそれがある場

合は的確に注意喚起を行っていく必要があります。

⑥閉鎖性海域である伊勢湾の環境基準達成率 CC0 D）は44%（平成26年度速報値）であり、近年

50%前後の達成率で推移しています。毎年、赤潮や貧酸素水塊も発生しており、引き続き改善対策

が必要な状況にあります。

⑦採水を伴う立入検査の対象とした工場・事業場のうち 18箇所において排出基準の超過があったこ

とから改善指導を行いました。

⑧平成26年度に水生生物の保全に係る水質環境基準の類型を新たに指定しました。平成27年度から

は、当該基準に係る項目の常時監視を行っていく必要があります。

⑨伊勢湾の再生に向け、三重大学など研究機関と連携し、貧酸素水塊等の対策に係る調査研究を実施

しました。貧酸素水塊等の対策に向けては、さらなる知見の蓄積が必要ですロ

⑬県内海岸における漂着物の回収処理が進むとともに、伊勢湾流域圏に広〈漂着物の問題を発信する

ことができました。また、東海三県一市が連携し、伊勢湾総合対策協議会として海岸漂着物対策に

係る国への提言活動等を行ったところ「地域環境保全対策費補助金（海岸漂着物等地域対策推進事

業）」が措置されました。これにより、平成27年度以降も継続して海岸漂着物の回収処理および発

生抑制対策を推進することが可能となりましたが、一部地方負担が必要な制度となりました。今後

も東海三県一市が連携し、海岸漂着物問題の解決に向け、取り組んでいく必要があります。

⑪「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」に県内で 25,500名以上の方々が参加されたほか、

民間団体による広域圏で連携した活動も拡大しました。伊勢湾の再生に向けては、今後も引き続き

取組の拡大を図る必要があります。
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⑫生五号機水銭湯絞殺のま華鏡は 79.5百（24年度）から 80.8% (25年度） Iこ進展しを主した。 しかし会媛

平均（88.宮%〉に比較してまだ低く、単独処線浄化槽と汲み取り世帯を合わせて約36万人の未整

備人口が残されているため、引き続安 f生活排水処理アクションプログラムJiこ義づき生活縁水処

理器施設の整備を進める必要きがあります。、家た、次期「生活排水処理アクションプログラムj策定の

ため、闘から出された生活排水書基礎主義設 r10年機主党Jの方針をふまえ平成 26年10月！こ泉の f生

活排水処理アクションプログラム策定方鈴jを策定しました。

i平成27年度の改養のポイントた取組方向持境生活総次長終努繍 059山 224-2型l_ .. l 

。①大気環境の常善寺監視は、平成 26年皮にml日市市が新たに管葉まずることとなった 1澱定局も含め、

33混lj定局（mlB常務虫1]'.i'霊長事 11Jl号を含む）での的確な溺iJ定安爽絡し、引き続きJlllJ定結果を公開して

いきます。

②大気環境の僚会のため句引を続き工場 R事業場！こおける排出J基準の滋守を徹底するほか、 Il:.入者金室長

時に工場・者葬祭場の緩営者毒事との対話！こよりコンブライアンス意識の向上を函ります。

③揮発性有機化合物語を後渇する工場・事業場！こ対して排出抑制！こ係る取績を求めるなど、引き議絡をき光

化学スモッグへの対策を進めます。

④N Ox・P M記長対策地域におけるこ酸化祭事長および浮遊粒子状物質の測定を行い、引き統合大気環

壌の状況安注視するとともに、額係罰体iこ議室まデ…タの情報提供を行っていさます。

。③PM2. 5について、県民の関心に応えるため、 f志望まな主主議喚起の情報提供安行っていをき＊す。

。⑤公会もF潟水域の水質改善のため、引き続き平成 23年度｛こ策定した第7次の伊勢湾水質総費量削減計悶

！こ議づき、こE場ー事業場等からの汚濁食衡を削減していきます。

⑦：E主義・理事業場における排水基獲等の遺産守安徹底するほか、立入検査絡にこζ議・者葬祭場の経営者等と

対話を行い、コンブライアンス窓織の向上を悶ります。

③＊主主主主物の保全iこ事長る氷室聖書襲主業主葬祭について、常時監視を行います窃

⑨伊勢湾の再生に向iす、大学など喜寿究襲撃演と連携し、貧酸素＊塊等の対策iこ係る濁査研究を進めるほ

か、関係部局と連携し、伊勢湾事専念行動計言語iこ墓つ、〈施策を着実！こ爽絡し＊す。

。⑬E舗の平成 26年度補正予算で鎗語愛された？海岸漂着物等地域対策後進毒事業」を汚用し、県内の海岸

漂着物の回収・処理および費者会線網i対策を実主主します。策議事.：：.店員一千作の海岸漂着物対策検討会にお

いて、本県がリーダ…シッブを取り、引き続き発生務総書撃の検討、麹への提言などに積探的lこ取り

絡みます。

。海岸漢書審物対策におい-CI立、民間団体等によるボランチイア浴ま誌が察手舎に重要であることから、

民、民荷主塁手事、まを祭など2さまざまな主体の参画による f伊勢湾 森.Jll .海のクリーンアップ大作

戦Jii拡大していきます。

0⑫生活排＊処五襲来事普及人口 (J)~手期解消！こ向けて、現I 'I告続き「生活排水処理アクシヨンプログラムJIこ

基づき、市障？および息遣係留3と連携して、主主活排水処滋自信設の整備を進めます。浄化繕き護者警について

は、県議費Jニ還をせ補助骨慰霊r1こより、単独皇室漆浄化緩や汲み取りから合併処理浄化槽への総換や、市町

設題聖書世への移行を促進します。また、義者たにき安定した県の f生活排水処理アクシ沼ンブ閃グラム策

定方針Jに基づき、次期 f生活銚7.l<!l長潔アクシ忍ンプログラムJ（中期母様（平成37年度）・長期

13襲警（：；μ：成47年度））を策定します。

* roJのついた墳悶l士、平成27年度！こ絡に浅カずるポイントを示しています。
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【主担当部局．環境生活部】

｜県民の皆さんとめざす姿 ｜ 
さまざまな主体と連携した人権施策が展開され、県民一人ひとりが、互いの人権を尊重し、多様性

を認める意識を高めるとともに、あらゆる差別の解消が進み、個性や能力を発揮できる機会が誰にで

も与えられる社会になっています。

｜平成27年度末での到達目標 ｜ 

人権啓発・教育が推進され、県民一人ひとりが、人権に対する理解と認識を深めるとともに、人権

尊重の視点に立ったまちづくりに主体的に取り組んでいます。

また、差別や人権侵害等に対する人権相談体制等が整備され、差別や人権侵害を許さない、人権文

化が定着した社会づくりが進展しています。

I' I 圃ー」一一I
＊ 

A 

（進んだ）

自県民指標の数値目標を達成するとともに、全ての活動指

判断理由｜標において目標値を達成していることから、「進んだ」と
判断しました。

進展度

【＊進展度： A （進んだ）、 B （ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）】

目標項目 I e－モニヲーおよび啓発イベントによるアンケー卜において、人権が尊重されている社会にな
の説明 ｜っていると「感じるJ「どちらかといえば感じる」と回答した人の割合

27年度目標
値の考え方

県内における人権教育・啓発の推進や相談体制の充実等を図ることに去り、人権が尊重され
ている社会になっていると感じる県民の割合を、 4年間で8.0%増加させることをめざして、
平成27年度の目標値を 33.0%と設定しました。

21101 人権が

尊重されるまち 1

Iれるまちづく
づくりの推進 ｜ 

｜りJ推進研修の
（環境生活部〕 ｜ 

l 受講者数

950人 I1, ooo人 I1. 040人

1. 00 

903，人 881人 I1, 198人 I1, 095人
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21102 人権勢 人権イベント・
手患の機運豊 ま座等の参加者 1~4幸人 i ~~ii io:f~~ii ~~~ii 1. 00 
〈ま襲機さ主活部）

人権教育を総合

21103 人権教 的・系統的に滋 ノ 55. 0% 60.0% 65. 0% 
務の後進 めるためのカリ 1. 00 

キュラムを作成
〈教育委員会｝ している学校の 41. 2% 55. 2% 61. 2% 65. 5% 

害事j合

21104 人権擁人事態！こ繍わる栂 ／／  ／’  1, 050人 1, 100人 1. 150人i I 1. 200人
議の推進 言室長室蜜対象とし 1. 00 
（環境生活部） たま霊祭i勾伽主義野修 994人 990人 896人 1. 1例入

会（／）雪量電車遂事主

（単位：蕊方向〉

平成23年度 字決24年度 エ手英文25年度 平成26年度 平成27造手緩

ミ予算額等

緩参事人件後

〈重苦言聖人災）

戸元語学会均塑要 二二二 二二三 二 ！ 
⑦ f第二次人事震が尊重される三王室をつくる行動プラン年次報告j を取りまとめ、平成 25年度の人権

織策の耳主総状況を累震に公表。また、 f三三重量県人権施策基本方針jの第コ次改定に向けて、脅子案

唱を作成し、三重黒人権滋策事審議会書撃で号審議

②人権が尊棄されるまちづくりの段級委後進するため、i 住民組織やNp O、間体、企業等のさまざま

な主体が主催する研修会iこま舞続安芸美濃く童書喜革派遣件数35件、参加者数1,095入）

③市町が設置する隣保舘が、地主袋俊民の短径の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる院かれ

たコミュニティ－－！！ンタ…として、生活上の各種穏談家主義や人縁関緩の解決のための各穣事業を祭

主蓄することができるよう、隣保館の運営に必要な支援を爽滋

③テレピ a ラジオ等の各穣広報媒体を活用した広報や感性！こ訴える事事発、人権メッセージの募集等の

ι参加裂喜害発、ス;f-－ツ組織との連携による啓発毒事さ家ぢ家主主手法安定sJ'話した人権啓発を実施（県民

人権講座ヰ邸機後場参加餐数714入、移動人権著書発21回実施・参加者数工尽き人〉

⑤子どもたちがさ主滋のやにある差別’偏見などの問題！こ適切に対応できるよう、学校が家襲警・黄色滋と主義

携し、菌処(J)人事撃をやるための実践行動力や白書事感情を育成するための取組を推進

⑥県人権センタ…において、人権穏談！こ対応するとともに、隣保館をはじめとする会尊重機関の綴談員

等を対象iこスキルアップ講座を穏健〈綴言葉件数738件、弁護士による相談月 2図爽総）

⑦インターネットJこの差別的な書き込みに浮織に対応することができるよう、モニタリング活動iこ取

り組むとともに、地域でのモニタリング滋数や著書発！こ取り短む人材の育成のための鱗療を開催〈講

慾3額際銀、参加者数128人〉
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平成26年度の成果と残された謀題（評価結果）

①「第二次人権が尊重される三重をつくる行動プラン」に基づき、大権施策を推進しましたが、平成

26年中には、津地方法務局管内で 625件（前年比 10件増）の人権侵犯事件が発生していることか

ら、人権をめぐる社会状況の変化等をふまえ、今後の取組方向を明確にし、人権が尊重される社会

を実現していくため、「三重県人権施策基本方針」の第二次改定等に取り組むことが必要です。

②地域のさまざまな主体が行う研修会等に講師等を派遣し、人権が尊重されるまちづくりの取組を支

援しましたが、制度の活用が十分でない地域もあることから、取組が県内全域に拡大するよう、市

町等と連携し、制度の周知や先進事例の広報等に取り組む必要があります。

③隣保館が、生活上の各種相談事業や人権問題の解決のための各種事業を実施することにより、地域

住民の福祉の向上や交流を促進することができました。今後も、隣保館が地域住民の福祉の向上や

人権啓発のための住民交流の拠点としての役割を果たすことができるよう、引き続き隣保館の取組

を支援していく必要があります。

④県人権センターを拠点に、人権啓発講座の開催やテレビ・ラジオ等の各種広報媒体を活用した広報

や感性に訴える啓発、スポーツ組織との連携による啓発、大型商業施設等に出向いて行う移動人権

啓発の実施などにより、多様な機会を提供することができましたが、人権が尊重される社会を実現

していくためには、より多くの県民に啓発することができるよう工夫していくことが必要です。

⑤子どもたちが生活の中にある差別・偏見などの問題に適切に対応できるよう、学校が家庭・地域と連

携し、自他の人権を守るための実践行動力や自尊感情の育成に取り組んでいます。「人権問題lご関

する教職員意識調査」で明らかになった若手教職員の育成や校内OJ Tの促進等に関わる課題につ

いて、改善する必要があります。

⑥県人権センターで相談員等を対象にスキルアップ講座を開催し、相談員等の資質向上を支援しまし

たが、相談者のニーズは多犠化していることから、さまざまな知識の習得など相談員等の資質向上

に加え、各相談機関との連携を強化していくための環境づくりに取り組む必要があります。

⑦インターネット上の差別的な書き込み等に早期に対応するため、モニタリングに取り組み、プロパ

イダ等に対して削除要請等を行いましたが、インターネット上の人権侵害に関する事案は増加して

いることから、モニタリング活動に引き続き取り組むとともに、インターネットを悪用することな

く互いの人権を尊重した行動につなげていくための啓発活動を推進していく必要があります。

（平成27年度の改善のポイントと取組方向｛環境生活苦日次長北村文明 言電話： 059-224-2468]

①人権が尊重される社会を実現していくため、「第二次人権が尊重される三重をつくる行動プラン」

に基づき、さまざまな主体と連携して、人権尊重の視点に立った仔政を推進します。また、人権を

めぐる社会状況の変化やこれまでの取組の検証をふまえ、対応の強化が求められている課題や新た

に対応すλき課題等に対応するため、「三重県人権施策基本方針」の第二次改定等に取り組みます。

O②人権が尊重されるまちづくりの取組が県内全域に広がるよう、人権が尊重されるまちづくりに取り

組んでいる人たちゃ団体等のネットワークを活用し、支援制度の周知等に取り組むことにより、さ

まざまな主体による自主的な取組を促進します。

③市町の隣保館活動を支援し、隣保館における相談事業、啓発および広報活動、地域交流などの隣保

事業の実施を通して、同和問題をはじめとする人権課題の解決に向けた環境づくりを進めます。

0④県民一人ひとりの人権意識の高揚をめざし、啓発の内容や開催形式、時間構成などに工夫を行うと

ともに、市町や関係団体等と連携して事業の周知に取り組みます。また、企業等と連携し、大型商

業施設など人が大勢集まる場所に出向くなどして多様な機会を提供し、より多くの県民に啓発する

ことができるよう取り組みます。
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⑤教育滋動会体~透じた人権教育をE霊繍で 2きるよう、学校における人権教育カリキニエラム(J)f学足立を進

めE主TolJ;た、子どもが安心して学び、主主滋でgきるよう、人権教育推進協議会の警護綴毒事、学校・家

陵・地域が連携・協議する佐絡みを主主葬還させ家すe さらに、若手教職員を対象とした講主主僚の研修会

の先爽や学校が行う校内研修会の滋絵化、小学校版「人権学習指導資料Jの作成・配布毒事により教

職員の取組を支援します。

。③燦,El!;からの人権相談に迅速かつ的機！こ対応することができるよう、人織に諸島わる相談員等の資質向上

後議室るとともに、情報共有や懲Jf.31:換の場を提供することにより、会総議員機関のネットワークの充実

！こ絞り綴みます。

(J)インターネット上の差別的な著書き込み等に対して、図書事と連携し、総徐塁悪誇毒事のます応を行うととも

に、インターネットJこの人権問題および適正な利用に関する畿運装後続発基寸るなど警発iこ取り緩み法

す。

本 fOJのついた寝言！ま、平成27年度！こ特iこ主主力するポイントを示してい家す。

τ 
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【主担当部局：環境生活部】

｜県民の皆さんとわざす姿 ｜ 

県民一人ひとりが性別に関わらず、自立した個人としてその個性と能力を十分に発揮できる機会が

確保され、それぞれに多様な生き方が認められる社会が実現しています。そこでは、男女が、対等な

立場で家庭、学校、職場、地域など社会のあらゆる分野における活動に積極的・主体的に参加し、共

に責任を担っています。 ' 

｜平成 27年度末での到達目標

男女共同参画意識の普及が進み、行政や企業、各種団体等において男女が対等な構成員として、

政策や方針の決定過程に共に参画し活動する社会づくりが進展しています。

1 園＊ 

B 

（ある程度進んだ）

県民指標が目標値を上回り、活動指標も4指標のうち3指

標が目標値を上回ったことをふまえ、「ある程度進んだ」と

判断しました。

進展度

【＊進展度： A （進んだ）、 B（ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）】

重量島監謹呈

目標項目 I eーモニ告ーによるアンケートにおいて、「社会全体で男女の地位が平等になっていると思い
の説明 ｜ますか」という設聞に対して、「平等である」と回答した人の割合

；県内における男女共同参画意識の普及や女性の登用促進を図ることにより、男女が平等にな27年度目標 I 
｜っていると思う人の割合を 10年後に 10%増加させることをめざして、平成27年度の目標値

値の考え方 ｜ 
1を18.0%と設定しました。

活動指標

基本事業 置冨璽ヨ 聞圃韓国掴韓踊
I/I 25. 7% I 26. 7% I 25. 7% 26. 7% 27:2% 
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.21201 政策・方
針決定過程への
男女共同参画の
推進
（環境生活部）

県・市町の審議
会等における女
性委員の登用率

0. 95 

24. 7% 25. 1% 24. 9% 25. 8% 
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212JJ2 5理女共
30. 0% 43. 0% 43. 0% 間参閣！こ関する 男女共i胃参箆フ

議織の官昔2止と教 オーラム(J)男性 1. 00 
害事の機運量 参加率 23.5% 32. 4% 45. 1% 
〈主筆者意さ主主E部）

21203 働く場 女性の能力発揮
24.鋭 i27.0% 27. 0% 27. 0% と家庭，地域！こ 促進のため、積

おける男女共同 極的な取組を行 1. 00 
議善意義の縫進 っている食諸島等 23.6% 27. 9% 29.3% 29.5% 
〈環境生活苦言〉 の割合

21204 従量ljf:: f女性！こませする 15か所 18か所 21走、所 24か所
基づく暴力等へ 暴力をなくす簿 1. 00 
の激組 重語j芸書誇毒殺の著書

12か所 15か所 18か所 24か所
（健康福祉部〉 発言語録数

〈単位・窓万円〉

平成23ま手愛 卒後24ま手段 平成25然皮 平成26年度 平成27録後

予算額等

概算人件賛 ヒ二コ 151 

〈配霊人気〉 (21人〉 〈？？人〉 (17人）

平成2同僚の取組概要 ｜ 
①三三重量譲u尊女尖民参話題審議会による爆の身女共間番多商機策の実施状況に会守する務係者を爽主告し、中関評価と

して絞りまとめ〈審議会環催状況：：全体会 2図、部会 3部会を各4図書警後〕

②庁内各部局iこ立すし、集手持重量機織害事（｝）~震災への積極的な女性登用および r1事2 次.＝.1霊泉男女共湾参iii基本

昔十蘭第一期実施計画J（こ沿った秀女災関参磁施策の推進を要請（男女共問多お捻道主幹事会、激策会議、

共通幹事会等の場も活用〉

③市町主管課長会議、担滋職員E拝金審会後喜善後し情報共有’連携を図仏市町署普畿会等への女性登用を織をき

かけるとともに、各市町のJ基本金十隠の後進や基本計iiiの策定等を3主緩い市町における男女共間参箇t:
促進〈主管課長会議2問、 t設さ話職員研修3問、大紀重7の基本計溺策総！こ助言言〕

③三重県男女共同参磁セン弾一「フレンテみえjにおいて、を斉修学後、委参溺交流、相談等の事業安実施（ツ

レンテまつり： 6B7、88 （参加者延べ 5,300 :?!, ）、努女共問委参額フオ…ラム： 11足8、98 （参加者

446名九議運筆・ tミナ一等： 36回開催、出前講縫等： 51IBl!l義主義、総談件数： 2,075 f•牛〉

⑤企業の緩営者や人奇襲労務緩急語審等を対象に、マ;zニティ・ハラスメント、パうZニティ・ハラスメントの

訪止に向けた、｛土署撃と予寄%が荷立できる職場づくりセ器ナ…を爽施。また、企業主事（｝）総滋競争事会事事！こ言葉

師各派遼し、マ;zハラ、パ;zハラのない戦場風土づ〈りを支援（職場づくりセミナー： 9B4綴〈参書芸

者75:g,）、鱗飾派遣量： 8ll霊〉

⑥地域総語専問体長事可き機~する fみえ女性去を選後送喜美意言集会議」によザ広〈県内企業・間体毒事iこイ微をきかけ、「女

性の大活躍捻進五三重県会議」で企業ー図体毒事（｝）室主義霊祭 f見える化」し機還を醸成 Ci議機会議： 8B4目、

3J号10B、三重県会議キックオフ大会： 11A98、参1Ja者：会員をはじめとする金幾‘悶体等の経営者、

人家労務緩急話者、県民等230名、 3月末会長室数； 105会員〉

2また、男性管濠臓を対象としたセミナ…を開催し、女性の意欲と能7.Jt: 1革め、言苦綴を引き出す人材育成

後霊長められるよう支援するとともに、女性管理事誌のスキルアップ交緩や会漆・雲監護霊祭餓えたネットワー

クの構築iこ向けて交流を支援 0悪性管穆織向けセミナ－2月 108、参加者35名：：女？を管理毅スキルア

2.7 



ッブセミナー： 2(l 7呂、 8図、 21尽参加者凝ベ 75名、交流会： 11月88参綴著者32名、 3湾1B参

書誌餐88名〉

CD r三三3霊祭OVホ防止及び被害者保緩・支援J基本計jjjjj （多摩4次改定板）~ ！こ義づき、市町や関係機関・団体

等と護軍携し、 OVの防止と被害者の立場iこ恋った3支援をさ集線するため、県OV防止会織1朗、地域Dv 
防止会議6関関俄

③ f全性！こ対する暴力をなくす運動j織罪悪 (11J号12B～25 s) rこ著書察、市町、関係機関・悶休毒事と連携

した街頭聖書発、女性に対する暴力紡i主啓発セミナ…'ff:災筋。 DV相談先カードの公共機霊堂、コンビニニ乙

ンスストア、シ謹ツピングセンター等への配震により相談・交機先安周知e また、デ…トOV芸者.ti:パン

フレット毒事変幾:rr.~寄校？年金および巣立高校養護教諭iこ配布して号事発〈街頭喜害発 23 か所〈桑名暴走税金主〉、

啓発セミナ－1lill総後 (111守：5日：；亀山市〉、 DV相談先カ…ドの蕊醤616か王寺、デートDvnきょとパン
フレツトの蕊付： 14,550般〉

③性~［！雰・性暴力の被害者iこますし、女性相談員での対応や初期E主総人科約終盤毒事の支援をワンストップで

行うき雲談窓口の設置を検討するため、同様の窓口を設置療の幾iこベンチマーキング〈埼玉県外4県）後

行うなど調査研究を実施

｜平成 26年度の成果と残された潔緩〈評締結集〉

①.：.1霊泉男女共同参画審議会による参議長議！こ対するとアリングを実施し、 5母女共悶番多E話機策の実施状況に

ついて中間評価を取りまとめました。重主役の浴室量殺進が求められる中、平成25年皮の知事への提言・評

価！こ対する取組状況や施策のさ薦書室状況を継続して抱鐙し、総合的に施策を推滋していくことが必要ですO

＊た、 :t<I設の滋濯機遂や少子化対策が主士会的綴護軍として大きく取り上げられていると争、男女災関参5君、

女性の3苦緩毒事iこ詩書する議夜の県民意識を抱援する必擦があります。

②平成26年4J寺1El善寺点の県・市町審議会等における活d生委員の登用率！立、 25.8%と0.9ポイントの増と

なり恋した｛幾： 33守 6%で1.3ポイント場、市町： 24.6%でなSポイント増〉。致策・方針決絞過程への

女性の参簡をを主義めるため、引き続き庁内各部局！こ望号鎌への女稔登用安強く働きかけていくことが必裂で

す。

③市町主管謀長会言語、娘滋聴韓負研修会を開催し市富士線香苦言きめた後線芸名手f・ 遼携を図りました。引き総務、

さまざまな機会安とらえてF控除における男女共間参習の援護震後支援していくとともに、市町審議会主事へ

の女性登用を強〈｛働きかけていく必要があザます＠

④三重県男女共同参街セン？！ーの fフレンテまつりj を fファザーリング念頭フォーラム inみえj との

タイアップ事業と伎鑑づけ、 5理｛をの不妊治療や育児参商をテーマとするとともに、ママを元気！こするイ

ベントとコラボ、環縫したことで、従来iこなく幅広い年齢層と、多くの鍔伎の参加が鯵られました。「男会

終間番手密フォーラム」！立、女性の浴機推進Iこ加え、子育て中の部下をはじめとする多織な人材をマネジ

メントできるよ弓〈イクボスりをテ…マ！こ開催しました。男女共用参iiifこ総司「る貴重識改ま事と行動変容を

濁るために、引き続き、各事業の'T…マやま舞筋書事後工夫していく必婆があり設す。

R＂＜＇？！ニヂィ・ハラスメント、パ I:;!ニティ・ハラスメントの防止iこ向けた綴織づくり1!ミナーや企業等の

磁場研修会主事の講師派遣を行いましたe 苦i務総祭、企業主事！こマタハラ等の防止に向けた取組を促してい

く必察があります。＊た、これからな会iこ泌る事青空手渡代への啓発も必要です。

⑥女性のj苦B盤機選患の機還をさらに高めていくために、会議長， g体等が加入する「女性の大浴B襲被滋三三霊祭
会議Jrこ、より多くの企業.Ell体毒事の忽入品宅待られるよう、セミナ一事業の実施や加入筆書芸費者事後干すって

いく必援があり後す。

⑦D V被害者支援について、関係機関による fD V防止余震護J後8月 25臼！こ馬催し、 r.=.1霊祭Ov 1!1.i.tl:J.ぇ

び被害者係議・ 3主主義喜基本計箇〈第4次改定版）」の進捗状況の後緩や情報共有を行いました。
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また、後芸誌にとらわれない被害者支援の充実のため、 5母性被審者相殺の研修事業を 11F.188にき軽施し、

穏談体構｜！の交霊祭を鐙りました。今後もPV被害審議2対応等について、関係機関毒事と遼携惑を強化した数量Eを

行う必擦があります。

③O V相談先カードを公共施設、コンどニスンスストア、ショッピングセン9一等！こ院議して穏畿・支援

~；？＂：周知し寂した。また、デート OViおふパンフミレットを県立高校 1年生に配布して稜発しましたa D 

V被害害者が一人で悩まず相談できるよう、機淡，支援先の継続した局知が必裂です。

③数犯罪・性暴力被害者のワンストップ;ti;霊セン世ーについて、設重量済の媒へのベンチマーキング等の書官

変喜耳究袋行ってきました。ここの総泉；？＂：ふ＊え、三重県の薄北 iこ長〈、複数の者喜子信に人口が分散する地理

約な条件等！こ対応した支援体制後構宮躍してい〈必要があります。

［平成27年疫の改善襲五云；；；－：.：；－－；：：－正取組方向【環境生活出：記長北村文弱 059-224 24ss1 I 
①第2次男女共局参磁基本計額第一怒実施計画の最終年度にあたって、，＝.］霊祭男女共局参廼審議会による

知事への提言や誇儀袋ふ家え、より一層男女共同参闘の視点後持って施策・事業が実施されるよう各総

局に働きかけていをき家す。 3長た、第2次男女共湾参爾義2間十関第二期実施計画を策定します。

なお、男女共間参閥、女性の活獲等をより効果的！こ捻迭していくために、現在の県民意識を務禁、分析

します。

②熊審議会絡における全性委員の登用をさらに捻遂していくため、引き続き庁内各部局に強〈働モきかけて

いをます。

③？空襲7没後線主義会議毒事！こおいて女性の活躍促遂後はじめとする皇室の動き毒事について情報援供するとともに、

市町塁審議議会主事への療援釣な女性の登用後働殺かける毒事、男女共民参E富の葉支緩捻遂のために市町の実情に

.GDじて災緩していきます。

④.＝.1霊泉男女共湾参蛮センうZーが実施する要都議iこ、県が重点とする取絡が反験されるよう後援に連携を図

りながら、第女共同参蚤意識の著者2えとともに、女性の活躍促進や男性の事者！思議参溺などの具体告さ行動iこつ

ながるよう、研修学習や参鐙交淡毒事I])毒事業を進めていきます。

。⑤マヲニティ・ハラスメント、パ9ニエデイ盈ハラスメントの防止に向けた公然等の取組を促すため、各企

業等が実施する取組を支獲してい言~iます。また、大学生害事を対象！こ、就職後のマ 9こティ・ハラスメン

ト、パヲニティ・ハラスメントの防止に向けた啓発を行っていき3ます。

。③企業・屈体等iこf:P:性の大活線機滋三重県会議j へのお入委事i念事案懲働きかけ、女性の活躍推進の輸を

主主げていくとともに、総滋緩や男性管理職淘けセミナーの襲警告襲、~~撃の英主総へのアドバイザー派遣をなど

の支援を行います。 ＊t：：、女性人材の育成とネットワーク交流会を蔑湾総草寺華客等と遼携してき軽施してい

きます。

⑦O V被審者毒事の警察官長議女役の保護・自立支援や性別lことらわれない相談事業の充実や民間関李春、員唱係機

関と連携した費支総を選さめていきます。

⑧D Vをはじめみするおらゆる暴力を雲寺2さない社会滋織の織成に向けて、県民！こませして啓発していくとと

も！こ、 DV被害害者に穏談 a 支援体号誌の情報毒事が燈くよう取り絶んでいきます。また、務絞主主毒事の箸若手選

iニ対して、デートDV予防のための主主会きを号すっていきますe

。③性~B害罪・性暴力被軍害者が相談しやすいよう女役の綴談員会f対応する専門の窓口となり、県内各地域の産

委華人科のi護携病院による初期の処置への交緩や、 Lあ豊喜iこ応じた精神科医の紹介、関係機関・団体等と連

携した心議結談、法律相談などを行うことにより被E害者の心身の鍵療の磁後愛関｛）総合的な支援体制（ワ

ンストップ支援センヲー）として「みえ性暴力被害害者支援センヲzー よりこj 絞殺霊堂し、運営していき

~すα

ネ roJのついた演隠｛立、平成27年度iこ特に注カサるポイントを示しています。

29 



【主担当部局：環境生活部】

県民の皆さんとめざす姿 ｜ 

NP O、経済団体、行政等のさまざまな主体が連携して、多文化共生社会づくりに取り組むことにより、

国籍や民族などの異なる人びとが、互いの文化の違いを認め合い、対等な関係のもとで、地域社会の一員

として安心して快適に暮らしています。

｜平成 27年度末での到達自標 ｜ 

外国人住民が抱える教育、就労などの生活課題の解決に向け、 Np O、経済団体、行政等のさまざまな

主体が連携し、それぞれが役割、取組方向を理解して、外国人住民が地域社会に参画しやすい環境づくり

を進めています。

進展度｜ B 

＊ ｜ （ある程度進んだ）

県民指標はわずかに目標値を下回ったものの、活動指標

も含めほぽ達成できたことから、「ある程度進んだ」と判

断しました。

【＊進展度： A （進んだ）、 B （ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）】

目標項目
の説明

多文化共生事業に県と協働で取り組む団体・企業および国際交流団体の数

27年度目標 ｜国際化に取り組む団体が増加することにより、地域での自主的な活動が活性化することから、
値の考え方 ｜毎年10団体程度増加させることを目標に 200団体と設定tしました。

活動指標

基本事業 目標Z貰閉
23年度 24年度 25年度 26年度

目標値 目襟値 目襟値 目様達成
現状値 実績値 実績値 実績値 状況

・・・・園・・・・・・・・・・・・・・圃

盟凶

21301 外国人
住民との円滑な

日本語指導ボラ
670人 680人 690人

コミュニケーシ 0. 99 
ヨン支援 ンティア数

（環境生活部）
655人 671人 689人 680人

21302 外国人セーナー ／／ 350人 400人 450人
住民の地域社会 、 フ

500人

参画支援 ンティア研修等 1. 00 

（環境生活部） 参加者数 279人 383人 411人 501人
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予算綴毒事

拠銭ム般議
（配霊堂人員）

fギ民26年度の取組概要

101 

(11人〉

〔主義佼：百万円〉

φ多言雪諮＊ームページ（ポルトガル籍、スペイン語、英語、 B~ド3警の 41書籍〉で、外恩人住民に必婆

な行政やきjlj度！こ関する情報および虫色活情報を外国入住民のニ…3てにfきった君事で迅速に提供（情報掲

載委主：ピデオ構報24件、文有罪情報 120件。ページピュ…数：兎平均 約11,000) 

②s~ド語指導ボランティア研修〈入門研修）を開催（入門研修：津市参加者数 37 名、桑名市
参加者数46名〉

③多言語による外題人住渓の絡談窓口を設置して、生長沼会般にわたるさまざまな梧談！こ応じるととも

に、専門家〈弁護護会 a総床心環会等〉による鑓宣言相談会など後開催（相談窓口等栂談件数， 783件、

専門家による個別繍談会：年間 61§1喜善後参加者数総名〉

④医療通訳の禽成研修ti:3 ~童話（ポルトガル語、スペイン籍、フィリピノ語）で開催するなど、医療

通訳の利用者E促進（医療通訳育成研修：津市参泌餐数83~玉、公際セミナー：津市参加者数 46 名）

③大規事襲災害態発生佐善寺に外国人住民への支援体制夜警察鎌するため、災害雲寺外国人サボ…タ…研修（2鼠

参泌芸者数96名〉と外国人住民を主な対象とした滋菱重芸奇襲II綴（2密 参加者数205:g）安開催。「み

え災繁華寺多言言語支援センター」の運営者事について務係機関と協議するとともに、 :t::.幾模災害害発生時

をま警交悲した童書上書ii綴〈？回 参加者数28~）密実施

⑥N p O、経済5塁手卒、行革主主撃のさまt!'i主な::l::体が連機して、多文化共生の啓発イベントそを濁催〈いせ

入機フ :i::スタ onバレンタインとの問符際催参加者数約300名）

⑦J S しカリキユラムホ！こ係る事例~文芸撃についてお対象となる教科を拡大し、災銭研究を推進
③小・中・高等学校において、それぞれの外恩人児童生徒の指導の状況安門滑に引き継ぐための効果

的な方法について検討

戸成26年度の成果概念れた課題白雪量整色二二二三 J 
① f三重県国際化推滋指針（第一次改訂）」に基づき多文化手主主主施策変後進しましたが、グローバル

イ乞が急速に進展するゆで、外国人材の活用などの溺の取組や、外観入住民の観念が高い本爆の状況

などをふまえ、今後の君主総方向を明確にする必婆があり荻ずο

②多言語ホ…ムペ…ジでは、外国人住民を支援するNp Oなどの活動を紹介する狭像靖幸霊安主義供する

ことで、外溺人佼浅の主主綾社会への積極的な参加・議書店街についての環解を深めてもらうことができ

ました。より多くの留籍の外患入金畏！こ対して、より関心が高い話題を取り上げていく必獲があヲ

ますω

③日本務指導;tぞうンティア研修〈入門研修〉さを綴会長したところ、定員を超える参加がみりました。研

修会で！誌、日本語教室を開設している図像祭綴介するなど、 crJ体との連携を図り悶本籍教室量の活動

の活性化！こ努めました。外国人住民の主主滋役会への参加鍵参醤をより－J議促進するため、今後とも

s~持若手首選事ボランティアに外閑人住民と対話機をつなぐコーディネ…9…の役畿を担っていただく必
重要があります。

。多愛護での外患入住民板談窓口草皆殺援するとともに、専門家による綴喜議会考書豊後して、外習人住民

が抱える課題｛こ対応しました。引き続台、複雑化、多様化する繍談への約後なます応が必要ですむ
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⑤医療通訳伽！援をの発展・定策！こ向け、医療通訳湾総研修を開催して医療滋訳人材の．育成！こ努めました。

また、公開セミナーを僚機しミ産療機関関係議やタト蛮人俊民等！こ、医療還訳脅司l]J:!震の周知を行いまし

た。より多くの言語による率療還訳人材が、今後ますます求められることから、 ~t溺的な人材管見誌

が必要悪です。

⑤外国人住民を::l;な対象とした避難所務総では、技能実習寄生受入企業主事へ著書加を呼びかけるこことでよ

り効果的な訓練とすることがで殺ましたα 災害害待外関人サボーター喜存修司さは「避難所精華護伝遼キッ

トj を浴剤し、実践的な滋鯵袋行うことがでさき2ました。また、大線機災害撃を想定した多苦言語情報提

供iこ緑化した悶よ訓練では、あわせて「みえ災害寄狩多言語支援センターjの設蜜・灘営訓練を仔う

ことで、より実践的な訓練！こすることがで起き欲した。外密入念E誌が災害時聖書緩ま護者cI工場から、地

減社会を支える綴へと活動の場を広げることができる潔携をつくる必要があり後す。また、大線機

災害警時には、 Np O議事(j)i:p間支援組織芸をはじめとする 2' ＊~まな主体と一体となって、「みえ災警響詩

多言語支援センターj を設霊・議官設していく必要があります。

⑦多文化共生著書発イベントでは、外鐙人住民とイベント参加者がグロ…パルな視点で書室見交換を行う

ワークシ謡ツブをあわせて隊後しました。多文化共生社会づくりには、具なる文化を受け入れる共

通認識が不可欠であることから、さまぎまな館体等の主体的な参加促進や連携強化なごへ主主総を広

げていく必要があります。

③8 :lド諮指導と教科指導の統合を目指した授業における指導方法を工夫 a改善響するために、指定校〔小

中学校 16校（委託？？的〉や拠点校（飯野高校）をや心！こ実銭研究を王室めを主したα これまで笑践の

少なかった教科の指導事例も収集して、事例集（小中学校： 30事例（閤館、算数・数学、社会、理

科、英語、警愛媛、総合的な学習認の持笥〉、書室校： 10毒事例｛国語、数学、理科、社会、災認〉として

まとめ、研修会等〈小中学校l立委託7布以外に 10市町の担滋者が番多室長〉で教科を拡大して情報共有

しました。今後も、持言語事察側をより多くの学校iこ普及するとみも！こ、効果の検認後行う必要があり

法-t.
⑨外飼人児童生後教育f風当者会議〈対象：線内の公立小中学校及び呂本語指導の必婆なタト霞人主主徒が

在籍する高校の外箆人児童生徒教育滋主主者〉を県内6地域で鋳縫し、民本籍指導やJs L ;t.J I J .：：＼＝－ュ

ラムに基づいた指導の方法について共有を重量りました。また、小中学校・高校間において阪本語の

理解力や学筒状況を円滑に事［継ぐための方策について協議をしました。その中で、鈴鹿市の中学校

と飯野高校でi;J:＇試行約！こや学校がカルテを作成し、高校への引継ぎを行いました。今後 l立、その

方法、引終ぎ項目、内務、成果について検絞安行ラととともに、実施地域の鉱大iこ努める必要塁があ

り設す。

（平成27年度の改畿のポイントと取組方向［潔壌俊治部次長北村文務電話何ト224そ絡む j
①さまざまな主体と連携して多文化共生社会づくりに絞り絡みます。 ＊ fと、外密入金渓~取り巻く宇土

会状況の変化などをふまえ、災なる文化的背景徒主主かした地域社会づくりをめざして、 f三重県多文

化共生役会づくり指針（仮称）Jの策定に取り組みます。

。②多言持寄ホームページの対応苦言語数を6震緩く＊＇レトガル語、スペイン語、英語、臼本語、フィ I)!::'.'

ノ議、中国語）！こ燃やすとともに、防災や数管ぎなどタトE護人俊民の関心が高い怒麹を取りよげるなど、

内容の充実を関り家す。

③日本語指導ボランティア研修において、地域とのコ…ディネートに係る内容を取り入れるなど、人

材の育成3主主義を充実するとともに、研修参加者iこ日本語教室を紹介するなどボランチィアとして実

際！こ活動していただけるよう働きかけます。
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③タH窓人俊民の生活さを般にわたるさまざまな板談に対応するため、市町では認震が襲撃しい少数雪諮も

含めた多言語による相談窓口を設蓄電するとともに、外侵入総談窓口担当者毒事後対象とした研修会の

開僚を通じて、総談員や職員のスキJI.-アップ、相談事例の共有化、招談員や職員同士のネットワー

クの構築を霞りEます。

。③字書留T・NP O等と逮携して、間行型および夜霊堂裂の医療通訳制度の務ljf発促進！こ取り組み2ます。語E療

逐訳育成研修を4言語（;f-JL-トガJレ語、スペイン籍、フィリピノ務、 tj:i霊童話〉で実施し、医療通訳

（／）人材資足立！こ努めるkともに、震療還訳制IJ£誌のあり方について労えるセミナーを襲警銭します。また、

医療量豊富提！こ演する国の動向を注視しつつ、医療機関等と道義援して取り組みます。

⑥大規模災害発生善寺！こ外国人住民の支援毒撃を行うため、各穣者葬議量iこ取り組むほか‘外国人住民主事を内

滋！こ支援するため fみえ災害時多苦言綴支援センターjの設置・運蛍について関係機関と十分な協議

を行い、外国人住民主事の支援体制の機築に取り緩み荻す。また、外劉人伎渓等が災害時Iこ地域社会

を支える横目へと活動の場を広げることができるよう引き続き敏り組み＊す脅

⑦多文化芸名主主主主会づくりに向｛す、新たな団体毒事との遺書第・協議語（／）充爽！こ取り組みます。多文化共生の

ための草野発イベントを新たな地域で喜善後し、浅まざまな主体に番多磁していただくことで、多文化共

生の震設織の浸透を留りEます。

。③小中学校においては、タネ~人児童生徒i総悶棺談員（1 2 ~）を外国人児主義主主後の在籍状況にm じて

百十軍約・効S義的iこ派遣して学習支援議事後行うとともに、書室校においては、外留人生徒支援専門員（2

名〉を室長野禽校に配置し、ヨョド務の支援や進路相談等を行います。また、平成26年度までの

3年間で進めてきたJSしカリキュラム！こ係る祭践研究をもとに、研修会や学校訪筒議事委とおして

効巣約令指導率僚の普及。活用を進めるとともに、指定校等において、児童生徒及び教負へのアン

ケ…ト毒事をもとにした滋泉の検証を進め決す。

⑨鈴謀議F替の中学校と飯野草案校で試行的iこ行った力Ji.-テを汚いた引継ぎについて、その方法や内容の検

宮正を行うとともに、外国人生徒の多い地域への拡大を図ります。

* fOJのついた項留は、平成27年度に特に主主力ずるポイントを示しています。
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【主担当部局：環境生活部】

｜県民の皆さんとめざす姿 ｜ 

県民一人ひとりが、自らを社会の担い手であると認識し、 Np 0 （ボランティア団体・市民活動団

体等）に対する理解を深め、さまざまな手段によりNp O活動に参画するとともに、 Np Oは社会づ

くりの主要な担い手として自立した活動を展開し、さまざまな主体と力を合わせ、地域の諸課題に取

り組んでいます。

平成 27年度末での到達巨標 ｜ 

県民の皆さんや企業等から、 Np O活動！こ必要な資源（資金、人材、情報など）が提供される仕組

みが強化され、 Np Oが自立して活動する環境が整備されています。

また、 Np Oとさまざまな主体がめざす姿を共有するとともに、お互いに力を合わせて社会づくり

を進めていくための体制が整備されています。

進展度 B 

＊ （ある程度進んだ）

県民指標が目標値を上回り、活動指標も 3指標のうち2
指標が目標値を上回ったことをふまえ、「ある程度進ん
だj と判断しました。

【＊進展度： A （進んだ）、 B （ある程度進んだ）、 .C（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）】

目標項目
の説明

e－モこうZーによるアンケートにおいて、 Np 0・ボランティア、市民活動への参加状況につ
いて「参加している』と答えた人の割合

27年度目標 INP 0・ボランティア・市民活動に参加している住民の割合を、平成27年度に現状値（平成
値の考え方 I 23年度 9.5%）の2倍以上にすることを目標と設定しました。

21401 県民の
社会参画活動へ
の支援（環境生
活部）

124 938 
千円

(22年）

152, 088 
千円

(23年）
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186, 848 I 202, 295 

千円｜ 千円
(24年） I C25年）



三基本等審議設 医ネ撃Z露協

21402 NPO 
が湾要警！こ活動で 認定Np O法人
現Fる環境の充実 言邑
（環境生活部）
21403 NPO 
とさまざまな余

NP Oと猿(f)主主
体との f滋目部UJ
の推進

携協働事業数

（環主義主主主苦言ill)

学長支23年度

予算額等

概算人件費

（配言霊人集〉

幽ー哲調醒隣国型輯覇 27 f芋露芝
居様鍍

実綴f議・園周燭ト一一－－義和国圃圃圃匝靖細胞.......... 盈難問圃圃園田題政調圃

5法人 10法人 20法人i
0. 20 

3法人 4法人 4~恋人

65者審議最 67事業 ？？毒事業

1. 00 
58事業 65害事業 68 ~堅議 80事業

一 〈単位：百万阿）

平成24年度 平成25年度 王手足立26年1'i!' 平成27J;.手渡

64. 

(7人〉

｜平成26年度の叡総概嬰 ！ 
①認定Np O法人が増加しない状況にあることから、認定Np O法人事i度の浸透状況と今後のE事務箆

滋しを把握するため、平成26年8｝奇！こ640のNp O法人後対象として、アンケ…ト誤査を実施（2鉛

法人から盟主寄）。また、 Np Oの1主体的な取組を捻建議するため、中間支援話器手本と違携しNp Oグレ

ードアップセミナー等を開催（緩ペ 16霞〉

②N p O活動について県民の現解を深め参主誌につなげるため、 fお.El¥去を襲S’Np O月鴎J(12月｝を中

心！こ、~地域の君主義Eとの一体感を感じられるようエ失して実施するとともに、リーディング産業主霊

祭への出展を行い、 F長Z菜・ :Ii::業へ情報発像。議u主交流センタ…？で［士、情報をわかりやすく伝えるた

め「市民活動・ボランチィアニュースJ?:!: リニューアJL-.r夢をかたちiこする家ちづくり～『新し

い公共3のとント集～Jを、研修資料や法人向けの参考察例祭として活用

③大規模災害の発生善寺に備えて、専門伎の議事い支援活動:a:~集録する N p Oとの協定を更新するととも

に、新たに 1I初体と協定を締結。 E主た、大支霊祭災害害時！こ継続的な被災者支援活動を実施する？と三霊

泉災警ボランチィア支援及び特定非営手Jj活動促進基基金jの周知および縄基金への寄附後促進

③ fみえ災害警;Rランティア支援センター」設麓マニュアル〈風水害警繍）を策定し、 :s.¥:j;襲センターとし

て 11folの築総合防災訓練！こ参蛮するとともに、市町における災害蓄ボランティア受入態勢について

湾機穏や果肉の大規模災害寄鐙生iこ儀え、銀内外からのボランチィアを円滑に受け入れるため、支援

センターのあり方に関する意見交換会後、総係団体や有機餐等により関俄（4国）。さまざEまな分

野のNPO による被災者支援の活動を促進するため、「多分野の協鍛で災害寄を乗り越えるための研

修会j を開催（6間〉

｜平成26年度の成果と残された課題〈評繍給然）

①認定制度のアンケート！こ悶答した法人のう色、申請への意欲？：！：~去した法人に声掛けを行った結果 12

体の相談がありましたが、申請への意欲告を示した法人及び相談のあった法人に対して、経議選滋や

余計等の指導を行うことで申誇法人の滋加！こ努める必豊富があります。また、引き続き中間支援総体

と遠携して、 Np Oの主体告さな取綴そを促していく必獲があります。

②「市民活動 ・NPO月間j を中心iこ、地域の市民主告書ぬセンターと逮携してPR活動を爽綴しました

が、引をき量売をきや関支援団体との遠浅を深めて取り組んでいく必華患があります。また、然災・企業等

への情報発信については、イベント出援者撃を行いましたが、さらに多くの県民の関心豪華！き付ける

工夫が必要です。
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③大規模災害の発生時に専門性の高い支援活動を実施するNp Oとの協定は、 1団体増加して 2団体

となりましたが、新たな専門性を持つNp Oと協定を締結する必要があります。また、「三重県災

害ボランティア支援及び特定非蛍利活動促進基金」へは企業等から 2,779. 383円の寄附を集めるこ

とが出来ましたが、被災者支援を円滑に行うためには、さらに多くの寄附を呼びかける必要があり

ます。

④みえ災害ボランティア支援センターのあり方に関する意見交換会の結果を報告書としてまとめまし

た。みえ災害ボランティア支援センターの運蛍体制について、引き続き検討する必要があります。

また、 Np Oが災害時に主体的な支援活動を行えるよう取組を促すとともに、現地災害ボランテイ

アセンターの円滑な運営に向け、関係者の連携強化を促進する必要があります。

｜平成27年度の改善ポイン卜と取組方向【環境生活部次長北村文明 059…224司 2468】

①認定Np O法人数の増加に向けて、認定申請を考えているNp O法人の意欲がさらに高まるよう情

報提供や助言等をきめ細かに行うとともに、中間支援団体と連携して各種セミナーを開催し、寄附

や融資の活用等によるNp O法人の運蛍基盤強化を促します。

②「市民活動・ Np O月間」においては、みえ県民交流センタ一指定管理者や地域の市民活動センタ

ーとの連携・協働をさらに強化して情報発信に取り組みます。また、 Np 0・市民活動の意義や役

割について、県民に向けてより分かりやすい形での情報提供に努めます。

③大規模災害時において迅速な被災者支援活動が行われるよう、専門性の高いNp Oに対して協定の

締結を働きかけるとともに、広く県民に「三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基

金」への寄附を呼びかけ、災害ボランティアの活動環境を整備していきます。

0④大規模災害時において県内外からの災害ボランティアを円滑に受け入れられるよう、みえ災害ボラ

ンティア支援センターの運営体制について、引き続き検討します。また、 Np Oが災害時に専門性

を発揮して支援活動に参加する意識の醸成に取り組みます。市町におけるマニュアル策定や訓練の

実施を通して、現地災害ボランティアセンタ一関係者（市町・市町社会福祉協議会・ Np O等）の

「顔の見える関係づくり」を促します。

*Oのついた項目は、平成27年度に特に注力するポイントを示しでいますロ
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【主担当部局：環境生活部】

｜県民の皆さんとめざす姿

さまざまな主体がそれぞれの力を生かし、協力し合いながら三重の文化活動を支えており、県民の

皆さんが多様な文化にふれ親しみ、文化活動への参加をとおした幅広い交流が行われるとともに、歴

史的・文化的資産等が地域の誇りとして、大切に守り伝えられ、活用されています。

｜平成27年度末での到達目標 I 
三重の文化や文化財が効果的に県内外へ情報発信されるとともに、それらを生かした取組が活発に

なり、県民の皆さんが、主体的に文化活動に参加・参画し、地域の魅力や価値を高めています。

は出去をふまえた施策の進早~由
県民指標および活動指標3項目中 1項目で目標を達成す

ることができませんでしたが、いずれも目標の 90%を超

判断理由｜える実績となっていること、幅広く文化にふれ親しむ環
境づくりを進めることができたことから、「ある程度進ん

だ」を判断しました。

進展度 B 

＊ （ある程度進んだ）

【＊進展度： A （進んだ）、 B （ある程度進んだ）、 c（あまり進まなかった）、 D （進まなかった）】

目標項目
の説明

三重県文化会館が実施した公演事業および歴史的・文化的資産を生かしたまちづくり事業な
どにおけるアンケート調査で、講演やイベントの内容について、「とても満足している」と回
答した人の劃合

27年度目標 ｜魅力ある文化にふれる機会を提供することなどにより、 4年間で満足度を現状値（平成22年
値の考え方 ｜度60.7%）から約5.0ポイント増やすことを見込み、目標値として設定しました。

26101 文化に ' 
｜文化交流ゾーン

ふれ親しみ、創｜企
｜本を構成する施

造する機会の充｜
｜設の利用者数

実（環境生活部） ' 

1. 00 
1, 1ao, e~ 11, 209, 9~ 11, 519, o~ 
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26101父化にふ
れ親しみ、創造文化芸術情報ア
する機会の充実 クセス数 I s1. 921 64，告52 79, 538 82, 361 
（環境~活部） Jll-11=1 事キ／莞 件／月 ｛牛／月

26102綾史的資 ｜／  16, 700 16, 800 16. 900 
イ牛／月 件／J寺 ｛体／月霊童書事の要警鐘・保 文化財情報アク

手事量議室主童全活用 セス件数 16, 889 16, 995 
〈孝生資委員会〉 ｛牛／月件／月 件／月 件／｝考

0. 92 

1. 00 

17, 000 
件／月

〈単位：百万円）

平成立3 手足立24年度 平成25 平成26年度 平成27

「
「
「

壬華麗議
概算人件費

〈恕重量人員）

えおsI I 2. 214 I r 工記1
0 I 7ss I s明｜

(80人〉｜i (78人）｜自

示亙 2~6年設ゐ取組出塁 ｜ 
①三五言霊空襲文化塁審3議会でとりまとめられた篠$＇＜をふまえ、「新しいみえの文化振興方針 j を策定

②文化交流ゾーンを構成する施設等が、世界遺滋後録10周年を返えた f熊野主主滋J＂をテーマ！こ展覧会

やせ！ .：：.ナ一議事を言葉施

③霊安争背後の言語い管楽・舞台や美術、媛れた生活文化などの文化活動の成来変革老若援する壌として、県展、

県民文化祭、音楽コンクーんを総合約！こ行う fみえ文化芸術祭」を開催

④地域の文化隠体が、文化振然変§約！こ鼠ら企濁して行う活動に対し助成（18件）

⑤燥民の文化芸術活動を顕彰する「.＝.愛媛文化賞j を13人に授与

③三重県総合文化センタ…は、書書館20潟年寄を事記念したコンサートや講演会後実施

⑦文化情報を利用し町歩きそ支援するアブリ「三重ちずぶらりJIニ絵殴および地図を追加収録

③歴史街道やまちかど博物館毒事の歴史的 z 文化的資産をさ主かして発生綴伎災が主体的に取り組むii:ちづ

〈りを支援

③三重芸員交金29巻 35僚のうち、通史編（近現代I）の刊行および資料綴〈議代・中世および中世3）、

通史編｛原始・ 2古代および近世 I）の編さんを実綴

⑬「史跡王者室芸事業総警察著書3基本語十廼書j に基づき、 3棟の復元建物の建築工事をさ建幾

⑪国・路指定文化財について永続的な保存と活用を隠るとともに、文化財に関する議室筆者を菱重じ空二嬢

にとって綬史的‘文化的に重要なものを県文化財に総定し、国文化財の指定毒事についての銭安かげ

を実施

⑫三三3霊殿指定無形民俗文化財 f鳥羽 a 五銭穆主主考案(J')海女苦言者Sによる伝統的素潜り漁技術Jの、文化財と

しての俄備をIE般に伝えるための峡像記録者を作成し、保護 a継承の取組を推滋するとみも！こ、国文

化財の滋定についての働きかけをさ契機
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！平成26年度の成果と残された課題（評価結果）

①「新しいみえの文化振興方針」の策定により、広域自治体としての県の役割や施策の方向性を明ら

かにすることができました。今後はこの方針に基づき文化振興施策を推進していく必要があります。

②熊野古道世界遺産登録 10周年にちなんだ展覧会やセミナ一等の実施により、三重の素晴らしい歴

史や文化を県内外lこ発信することができました。今後も引き続き、文化交流ゾーンを構成する施設

等が連携を強化し、その魅力を発信していく必要があります。 I 

③三重県総合文化センターは、開館 20周年を迎え、コンサート、講演会などさまざまな記念事業に

取り組み、多くの方から好評を得ました。引き続き、適切な施設の管理運営を行いながら、県民の

皆さんの多機なニーズに対応した公演事業等を提供し、その満足度の向上に努める必要があります。

④みえ文化芸術祭では、音楽コンクール記念コンサート、県展および県民文化祭を気候の良い春期に

総合的に開催し、約 12,000人の来場者がありました。今後もより多くの県民の皆さんに親しまれ

る文化芸術の祭典を実施する必要があります。

⑤まちかど博物館や歴史街道については、まちかど博物館の出張展示や街道ウオークなど、地域の歴

史的・文化的資産を生かしたまちづくり活動が行われ、地域の自主的な取組として定着しつつある

などの成果が収められました。今後はこれまでの成果をふまえて、地域住民の皆さんの自主的な活

動を支援していくことが必要です。

⑥国史跡斎宮跡東部整備については、 3棟の復元建物工事を進めるとともに、建築現場を公開し、情

報発信を行いました。引き続き、建築工事の進捗を適切に監理し、地域と連携・協働しながら、史

跡全体の活発な利活用と情報発信の強化に取り組む必要があります。

⑦県にとって歴史的・文化的に重要な文化財を県指定等とするため、文化財保護審議会等を開催しま

した。また、既に指定等を受けている文化財や埋蔵文化財の適切な保護・継承が行われるよう、所

有者等に財政的・技術的な支援を行いました。今後は、地域を中心、としたさまざまな主体が参画し

て文化財を守り、活かしていく取組が求められています。

⑧三重県指定無形民俗文化財「鳥羽・志摩の海女による伝統的素潜り漁技術」についての記録映像（「海

女の一日」）を作成しまじた。今後も引き続き、海女の文化財としての価値を正確に伝えるととも

に、国文化財の指定についての働きかけを実施するなどの取組が必要です。

刊均の鳩山ントと取組方 向

【環境生活部副部長森靖洋電話 059224 2620] ! 

0①「新しいみえの文化振興方針」で示す5つの施策の方向性のうち、「人材の育成」と「文化の拠点

機能の強化」に重点的に取り組んでいきます。

②文化交流ゾーンを構成する施設等が魅力の向上と連携の強化を図るため、施設の運営のあり方を検

討します。また、世界に誇るみえの歴史・文化を体感できる機会の提供や県内外への情報発信に取

り組み、交流人口の増加、地域の活性化に寄与します。

③三重県総合文化センターについては、施設の適切な維持と有効活用を図るとともに、多彩で魅力的

な文化芸術公演の実施、アウトリーチ本活動等による文化・芸術の普及および人材の育成などを進

めます。

④みえ文化芸術祭は、周知時期の前倒しなど広報活動の強化により、県民の皆さんの参画・参加拡大

に努めます。

⑤まちかど博物館や歴史街道等の地域の資産を活用したまちづくり活動は、地域住民の皆さんの自主

的な活動が推進されるよう支援していきます。

0⑤国史跡斎宮跡について、史跡の保存と活用のための計画的・継続的な発掘調査を進めるとともに、

地域と連携・協働しながら、平成 27年夏に完成する 3棟の復元建物を含めた史跡全体の活発な手lj

活用と情報発信の強化に取り組みます。
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0⑦池竣をゆ2ふとしたさまざまな主体が参濁して関・操指定文化財の永続的な傑字予と洛F籍後慰るととも

！こ、文化財jこ関する調査を還じて、泉にとって康史的・文化的に重要なもの安終文化財に指定し、

注らに悶文化財の指定等になるように織をかけを行います。

③平成27年度は、三重県指定線形箆俗文化紛 f鳥羽 a 志摩地域の海女習俗による伝統的事告潜り主主技

事野j の、文化財としての鏑債を1E~撃に伝えるための狭像記録〈「海女の…主主J）を作成し、保護・継

芸誌の取組を推進するとともに、濁文化財の箔定についての働きかけを策絡します。

＊「OJのついた境問は、平成27年度に特に主主Jりするポイントを河そしています。
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【窓生態。当部月号：緩議生活部｝

；終段の惨さんとめざす姿 」
野義E誌の皆さんの多様な学習ニーズjこ応えることができる学びの場や機会が、怠＊ざ＊な2主体のカを

合わせた活動により数多く生み出され、 2義E患の皆さんが主義しく学びながら、§らの知識や経験を生か

して穣擾釣！こ活動していますの

！型阿蘇での恐i翻襟 ｜ 
これまで自己の関心やライフスタイル！こあった学習機会を得られなかった祭銭(f)皆さんが、容易に

自己のニーズにあったま幹事苦情報を得ることができ、気軽に学びの場や機会を利用しています＠

また、これまで学習ま滋審議後行ってきた県民の皆さんも、より高度な知識や技術を習得し、学んだ成

果を生かす機会を待てい＊す。

主盟主安ふ抗措策の堕主主主軸 _I 

進震度

講ti!義務機および活動指標3項隠中1項闘で闘機後道義成で
きませんでしたが、いずれもB標の90%安超える実績と
なっていること、集長の皆さんがき色濃学習寄袋行ううえで
の潔帯電撃備を主義めることができたことから「ある程度進
んだj と判断しました。

｛＊道義泉銭：ム〈進んだ〕、 B（ある稼皮滋んだ）、 c（あまり進まなかった〉、ひ〈滋まなかった）］

＊ 
由凶理断判

だん進

8

観るあrt
、

重量3主(J)図書野産官、博物館、美術館、斎禽歴史博物線および生涯学習センヲーが実施した幾重窓会、
言葉緩・ -I! ミナーにおけるアンケ…卜調査で、護持獲の内容等について r~毒患しているj と隠告書
した人(J)察i会

21年度罰綴 i監事カある学習機会を提供することなどにより、満足度を現状健〈平成 22益事変 72.0%）から
値の考え方 I i約5.0 ;Rイント濯やすこと後見込み、問機修として設定しましたe

巨穣議員

の説司書

26201繁びあう

織の:ffi~軽〈環境

生活様）

県立生涯学湾施

設の利用者数 700, 446 
人

651, 212 
人

95毛2BB
人

1. 00 
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26201学びあう 「協首都iJによる
」，／ ー‘’ M ，、 》日甲，、

場の充実〈環主義 害事物館づくりへ な97
さ主j苦部） の巻善喜覇者数 286人 324人 310人 437人

26202地域と迫撃
孝士会教育関係者 ／／  110人 140人 17告人

携した社会教資
(J)推進（教宵祭

ネットワーウ 1. 00 

員会〉
議への参加者数 72人 132人 141λ 173人

〈単位：蕊万円）

主事長支23年度 学長支24~事選芝 平成25f手段 卒後26年度 平成27ま手袋

そ予算額等

概算人件費 ， 631 

〈配置人員〉 (75人） (73人） (71人〉

i平成26年度の紋総綴婆 ｜ 
①：：：.1霊泉総合博物館i主、？でかいぞミヱゾウじゃ「親鴬 務防本山専修寺警のき車窓Jなどの照鎗記念公

厳重量を照催するとともに、各護団体・企業との逮携による交流展示、違憲2容量華奈を補完するトピック

皇室示、三震の叡然と歴史・文化！こ関する学習交流プログラム、地域との漣携によるアヴトリーチ＊

活動などをき建施

②県立図書書室震は、改革実行富十蘭 f続日の渠ft~誕祭賞事』に基づく殺意霊祭章者実に進めるとともに、図書館

情報ネットワーク（MlしAI）を活用した図書撃の検索やオンライシ予約サービス安安定的！こ逮用

③祭な祭術館は、「ア a タ…ブjレ！ーごはんだよ！金をめぐる苦患の饗宴－Jや熊野街道世界遺産去を重量

沿線岩手言記念「カミノ／クマノ一重量なる場所へー現代作家たちの軌跡jなどの緩覧会を開催するとと

もに、美術講演会やギャラ ＇）ート…クなどの教育普及滋銭安実施

④斎宮歴史簿物主意欲、罪悪館 25 周年後記念した事業や特別展「伊勢と熊野の敬J、企画祭 r~正義詩人の遊

びj 等~実施し、活動成果をIA く紹介するとともに、県内外での広豪華活動や関係団体との協働によ

る地域交流イベントを爽怒

⑤さ主3護者辞意まセンターは、県内外（］）篇等教育機関と逮携した「みえアカデミックセミナ~J や県内博物

館,I:i議携した「見る知-ll巡る iみえミュージアムセミナーj を6館から8鎗！こ拡大して箆催するな

ど多様な学習機会を主題供

苦手燦立美術館、安斉2露皇室5主薄物館および生涯学習センタ…l立、文化芸術iこ対する感性を育み、 ;.f;;9義の文

化の継承、発燦！こつなげるため、次代を担う子ども毒事を対象に参加体験裂の学習機会を機供

⑦ヰ士会教事警の綴輿を図るため、「語薬害事教育機関における学びを地域で活かす佼緩みづくりと社会教育の

推進j をテーマとして、玉三重量幾栓会教育委員の会議を 3lfil療後

③各市町社会教育主宰等行政職員、社会事象湾建tlil等の社会教育翼運係者の資質の向よおよび逮携強化努

関るため、研修及び善悪内各地における僚級交換を実施

怨襲撃立青少年教育施殺は、引き続き指定管寝者幸lj凌の活用iこより、施設利用者の拡大と社会教事著の営

＆・護霊輿を限り、効率的な管返還2訟の実施。また、努少年を自然に殺し宏司会、主として室長関宿泊研

修を逮じて、心身ともに縫会な努少年を育成

⑬読書活動捻遂講演会、読番変革言える集い毒事への君事くの県民の参泌を俊し、子ども殺害警滋殺の意義の

普及:tr図るとともに、第：：：.次三重県子ども誘惑洛動推進言十扇を策定し、家庭・地域・学絞が穏3互に

逮携鍵協力して社会会体でそ子どもの読書撃滋激安推進
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平成26均倍率と議ーれ空里笠旬開L ～ J 
①三愛娘総会惨物慾i立、言書室室記念行事、多彩な:tE翻爆や関連行事のほか、講座やフィ…Jレドワ…クな

どの実施iこより、多くの来重言者があり設した。引き続き、調査研究活動や収集保存活動の成祭をさ主

かし、多彩な展示や学習交流ブログうムなどの実施に取り組むとともに、ここれ宏司7博物鎗に腐心の

なかった方々へのアプローチに取り総む必芸警が.t>ります。

＠罪悪3主関番館は、改革実行計画 f燐8の然立筏著書緩jiこ義づき取紹を滋め、市町関醤館毒事と連携した

毒装3裂を実施するなど、より充実したサ…どスを多くの祭畏・務心j欝！こ向けて提供しました。今後も

多緑化する祭民のニーズに合った図書書鍍サ…どスを全集竣iこ療関しでいく必要警があります。

③祭ft美徳童書i立、食や熊野商i滋t控界遺E霊登録 10周年にちなんだ意襲撃窓会毒事奈喜善後するとともに、企間

差是jこ穏達した講演会の笑施などにより、県民が多彩な美術作品にふれる機会委提供しましたが、来

館者が減少傾向にあるにとから、集客力の向上に取り組む必獲がありますe また、施設の考朽化、

建築基準法施行令の後工互に伴い、企翻展示室等の吊り天弁書事の改修を行う必要があります。

④斎宮歴史簿物鎮でi立、長持参事之妻襲撃？をテーマにした展覧会や股史講座毒事を潟催し、研究の成5震の多霊祭

や普及活動を推進するとともに、関霊童 25罵年記念事業後損害織し、広く県内外へ情報発債をきすい察

した。今後、足さらに線内外から多くの皆さんに訪れていただくため、斎宮跡の魅力発信の強化iこ努

める必要があり放す。

⑤主主護学習センター｛立、開館 20屑年記念事業として、ぎを額約に注目度の高い講師表招務記念鱗演会

やセミナ… :ti:開催するなど、質の高い学習機会（！）緩徐iこ取り豪華みました。今後も引き続湯浅＊~ま

な学著書機会の媛供とより多くの学習情報の多善後援行っていく必要があります。

⑤多くの子どもたちに本物の文化体験を提供するため、文化体験パートナーシッブ活動捻遂事業に取

り組み、これまでプログラムを活用したことがない学校へのアブローテを穣緩約iこ行った結果、 30

絞が新たに害事業を実施することとなり＊した。今後も多くの子どもた令がブaグラムを体験できる

よう、活動を支える人材の育成！こ取り総合必裂があります。

⑦三五媛県社会教育委員の会議において、言著書事教事響機関が持つ知的資源安県内会域で溶かせるよう f高

等教育機関の専門的な知識や投書きを滋かす教育プログラム『平成27年度児童量・生徒編』、『平成27

年度公民館事業編』」表作成しEをした。今後、高等教湾機関が持つ知的資源を学校教育や社会教育

の場で利用するために、ヌド教事智プログラムの活尽を推進していく必擦があります。

③？書留7行政務員をはじめとする多様な社会教育関係者！こ「子どもたちの成長j という視点から研修お

よび渠内各地における情報交換を実施しました。今後t泌緩の妻女湾カの向上と地域全体で子どもた

ちを守り育てる状況の創Ut起を図るため、学校・家庭・地域の議後を進め、社会教育活動をより

充実していく必要悪があります。

⑨県立青少年数湾総数i立、集問宿泊研修態設として、多機な闘然体験や生活体数（！）機会のさ悪事も袋行う

とともに、伝統工芸蓄の泌議議療など施設外でも毒事業後漢自信しました。今後、橋数織をや1ふとした利

用者拡大や広報活動の充実による章者競馬おなど、利用者数の増加を図るとともに、滋朽化した施

設・設備のまE会な管理運営jこ取組む必裟があり11::-t。
⑬ f第三次三五媛県子ども読書活動推進計箇j後策定しました。また、読書活動推滋鱗演会、市町サIf-

ートセミナ…、子どもの読書を考える主義い蓄を機後し、子ども読書活動の意義の官普及:ti:関りました。

事i幾統をき著書発事業を実施するとともに、幾会徐の子ども読書活動の充実を殴る必裂があります。
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｜竺ケ~~~0)~1 ントと取町 ｜ 
｛環草案生活音r~ 副部長森靖洋電話： o59－~24-2620J I 

o<IJ.:::1震線総合博物鑓！ま、多彩な会蛮重要や関逮行獲のほか、開館1周年を記念した著葬祭や魅力的念講座、

ワ…クショップ、観察会などの家芸能をき護施し、新たな関心層への利用拡大もE怒ることにより、察内

外の多くの皆さんが訪れ、三重のEl然と滋5を・文化iこふれ、学び、交流する場~提供します。

。；総立図書館は、広域ネットワーク（／）活用により、 2震内図書館の寿司用拡大安閑るとともに、全県域へ

のサービス、先進的なサービス~提供します。
③終:ft.笑術銭！立、国内外の多彩な識を術千下品による援覧会、子どもをます議長！こした教育轡及活動やアウト

り…チ事業などに取り組定？とともに、展覧会の魅力をタイムリーに章者復することにより、多くの県

授が気軽に美術鑓を訪れ、多彩な奨術作品にふれることができる機会を媛供します。また、平成27

年9月末からー慾施設を休館し、施設の改修および耐震化！こ取り緩み渓ずや

。④斎宮歴史博物館iま、 3議長の主義]j;~毒物などの国史跡斎宮跡策官l！装備の望号成！こ合わせ、オープニングイ
ベントをはじめとした総竣と漆携した多彩な事業の実施！こ取り籾みます。また、歴史然襲安ブログ

ムの提供や県内外への液凝約な情報発信！こ取り組むことにより、斎宮跡の魅力を高め、森内外から

の集客につなlflt"t,

⑤生涯学型車センターは、引き続き、三霊祭生進学事害援供システムの運営を行うとともに、市町や学校

毒事との連携により、魅力ある講座の穏健やアウトリ~"f理事業など、多様で魅力ある学習雪機会表提供

します。

⑤多くのぞ子どもたちに本物の文化体験の機会を擦係サるため、活動を支える人材の育成iこ取り組むと

ともに、この体験を逮じて、子どもたちの盤整かな議後と鍛造性を青み、本濃の文化の議選添と発展に

つなげてい苦をます。

⑦高等教事言機織が持つ知釣資源を稿用した場投下響プログラムの活用を捻遂していくため、f芸高等教育機関

における学びを主主竣で活かした社会数発の捻滋Jをテーマとした三三重霊祭主主会教事苦言霊震の会議を開催し、

作成した教育プログラム(J)活湾策毒事について審議し、プログラムの有効活用後関ります＠

③社会教育関係者の交流の場を号室じて、地域金体で子どもたちを守り宵てる社会教賓の推進をテーマ

！こ学校教育関係者を含め、知著事務長事・？言語7・社会教育鰯係団体・ Np O高撃を対象とし、情報交主義や

人材育成のための取組を行いE設す。

③巣立青少年教育施設は、 51~き続審？設定管理者総震により、綴霊堂利用翁の拡大と社会教育の普及・嬢

爽を図り、安全かつ効準的な撃手濃運営を行っていきます。施設のぞ朽鐙所の大規模な改修について

は、長期的なま産備官十5銭安作成するとともに、指定繁濠容と協議しながら、緊急度にlitじて必塁悪な措

置を講じていきます。

0⑬「第三次三議殺そ子ども議蓄量活動推進計画Jの題担'S等を市町教育委員会等の祷係機鑓に広く周知する

ため、 6J守王位家でに？罪防署員資委員会等を訪問し、市町の「子ども読書活動推進計滋j策定や、 Ji!.ii査

し！こ向けた支援毒事を行うとともに、学校毒事や市町立閣議書館！こおける取組の推進を働きかけミます。 8

ら！こ、計関！こ議づいた取組を実施し、子どもの統芸撃活動を推進するための講演会や護憲勢ボランティ

ア等を対象としたスキルアップのためのセミナーの開催など、県内における子ども務著書滋書誌の後進

を陸自り＊す。

＊『OJのついたI産自｛久平成27年渓iこ特iこ注力するポイント後示しています。
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【主担当部局：環境生活部】

！プ口ジ・工クトの目標 ｜ 
恒久的な対策が必要な不適正処理事案について、生活環境保全上の支障除去等に早期着手するとともに、

継続的なモニタリングが必要な事案については、引き続き安全性を確認し、県民の皆さんの暮らしの安全・

安心が高まっています。

また、こうした不適正処理事案の発生を来然に防止し、産業廃棄物の適正な処理を推進するため‘排出

－事業者に対し処理責任を果たす取組を進め、不法投棄を許さない社会づくりが進んでいます．

A 

〈進んだ〉

プロジェクトの数値目標である4事案全てについて・い

行政代執行に着手していることから「進んだ」と判

断しました。

【＊進展度： A （進んだ）、 B（ある程度進んだ〉、 .c（あまり進まなかった）、 D （進まなかっ・た〉】

目標項目
の説明

27年度目標
値の考え方

実践取祖の日開

実践!1171直

1 『不適正処理

事案Jを早期に

解決するために

2 「新たな不適
正処理事案の尭
生」を防止する
ために

過去の不適正処理4事案（桑名市五反田、桑名市源十郎新聞、四日市市大矢知・平
津、四日市市内山）について、国の支援を得て、行政代執行による環境修復に着手
した件数

平成25年度までに4件全て着手しました。今後とも、着実な事業の進捗を図ります。

－’． 

実践li~（唱の目樗
23年度 24年度 25年度

目標（直 目十字（直

現状（直 宍信↑直 実自他

国園田週一一士＝

2G年度

目探値 目標達式

実桔値 状況

聞デ

不適正処理事案 ／／  3件 4件 4件

における支障除 1. 00 
去の着手件数 1件 2件 4件 4件

処理責任の徹底レ／ 3% 10% 33% 33% 

に取り組む多量
{23年度） {24年度） (25年度） (26年度）

排出事業者の割 0% 9% 25% 
1. 00 

A回~ 
40% 

(22年度） (23年度） (24年度） (25年度）
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｛主義佼；百万汚〉

予算綴毒事 336 476 1. 417 4, 71¥l 

［吋21門的取哩聖一一 一二＝－－－＝＝＝＝ ---=----= I 
①E霊祭溌棄物が不適正処理され、主主五号潜震波｛薬会上（／）支襲撃等のある以下の4理葬祭について、産廃特措法

！こま基づくE自の支援を得て百｜港紙百告後久対策を実施

・草草Br宮市大矢知・平津署審議患については、廃棄物の飛散流泌や潟水浸透の紡止のため、覆土および

挨水対策を美麗

平成26年度は処分場入口倒~の繍繋池および処分場天端部への滋入綴奇警の毅震工事を完了させると

ともに、＇＊＇溜泌総と若草＊路測の競繋池および管理用道路の絞畿ご E療を行うにあたり、海地iJllJ援をE

実施

－桑名市源十郎新語3毒草案については、 POB（ポリ犠化ビフェニル）やV00（揮発性有機化合物勺

を含む廃？自の拡散防i上を殴りつつ、一都議織を伴う燦3織の回収・処理を実施

平成 26 年皮l立既設の集治管等による療治密~文・処E裂を！： ~後織するとともに、鋼矢板の殺霞毒事の本体

ごE察！こ完筆者f.・ 実施

ー桑名前:Ii£足飯事案については、地下水の浄化機器量蓄を継続しつつ、 1,4ージオキサン毒事の声高濃度筒所

の謀議費lj.島幸去を実施

平成 26年度i袋、廃棄物等の選別・ストックヤードの整備を完了し、ごと穫のま程二におよび波＊援の補

強の本体：ζ事を実施するとともに、発生する燦禁物毒事の処理を実総

・凶8般市内lll事案については、霧状酸化剤IJ （過酷化水素水〉注入iこより様化来事襲（／）発生郊税を図

ったうえで、 F高＊浸透や廃棄物の飛激流出防止のため整形覆ニとヱ毒事夜祭主語

平成26年度は霧状酸化剰の主主人による磁化水禁発生抑制j対策め効築後線総し、第二段i替の整形覆

土工事に着手

②継続的なモニタリングが必華警な惣の理事業について、引き続安＊賞者事の分析＇.！：実施

③行政代執行費用の徴収および排尚家業者等の糞径造及さ長引き絞活苦笑織

③不適亙処理事案を未然に防止するため、環境技術指導員会宝新たに埋葬〉えしたタブレット端末安用い、

多量排出事業者毒事マニニツェスト発行件数の多い事業著きや吉章子？ニニフコEスト＊の導入が進んでいない

事業者を重点的に訪鰐し、官章子マニフエストと優良認定処獲量患者（／）活局を促進

⑤電子マニフエストの議らなる普及啓発のため、排出家業者幕引こますし電子マニフヱストの遼用約談会

および主義然体験続修会毒事変環鑑

⑤E量漉処草壁3繁華をの事変：：：；.マニフェストの加入や優良認定取得の取組が必要であるため、…皇室主主主語法人三三

E重県E童書韓S著書援物昔話会と繁華互に連携し、澄廃処潔講義務＇.！：対象とした説明会を関催

⑦康業廃事築物処理車業者が嬢良認定を取得T~擦のインセンチィブとして、県自らが優良認定処理業者
を活用する仕組みについて、優良認定処護費患者費妻女の滋加状況を見据えつつ関係部長惑と協議調繋

i平成26年度の成果と残された諜擦（辞儀結祭）

ぐ予選霊祭幾重産物が不適正処耳草された4理事案について、恒久対策iこ係る実施計績にさ基づき、工事を実施し

ています。君主廃特撮2去の期限である平成34年度までに対策変完γ？？るよう、実苦笑iこ工事を進めてい

く必主主があります。
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－四日市市大矢知・平津事案については、処分場入口側の調整池および処分場天端部への進入路等

の設置工事を実施しました。また、中溜池側と酉水路側の調整池および管理用道路の設置工事を

行うにあたり、用地測量を進めています。今後、必要な土地について、用地取得等を行っていく

必要があります。

－桑名市源十郎新田事案については、既設の集油管等による廃油回収を行うとともに、鋼矢板の設

置工事および廃棄物保管庫等の付帯施設の整備を実施しました。また、これまでに回収したPc 
Bを含む廃油等の処理を行いました。後期工事における旧処分場の対策等について、具体的な工

法等を検討していく必要があります。

－桑名市五反田事案については、廃棄物等の選別・ストックヤードを整備じました。また、廃棄物

を残置する区域の遮水壁の補強工事および廃棄物等を掘削・除去する区域の土留工事を行うとと

もに、廃棄物等の処理を行いました。民家が近接しているため、周辺環境対策に留意し廃棄物等

の掘削・除去等の作業を実施していく必要があります。

・四日市市内山事案については、廃棄物層内〈の霧状酸化剤（過酸化水素水）の注入を継続し、硫

化水素濃度の低下を確認するとともに、廃棄物の選別ヤードを整備し、整形覆土工事に着手しま

した。工事の実施にあたって、硫化水素に対する安全を確保し廃棄物の掘削・除去等の作業を進

める必要があります。

②継続的なモニタリングが必要な四日市市下海老事案および伊賀市比土事案について、水質等の分析

を実施し、大きな変化がないことを確認しました。

③行政代執行費用の徴収は、国税滞納処分の例によることとなっておりJ平成 25年度に作成しだ徴

収事務マニュアルを活用しながら原因者の財産調査等を実施し、四日市市大矢知・平津事案につい

ては、原因者の債権を回収し、 500万円を収納しました。引き続き、原因者の財産調査等を実施す

るとともに排出事業者等の責任追及を実施していく必要があります。

④環境技術指導員が多量排出事業者（376事業者）に対し、新たに導入したタブレツト端末を活用し

て普及啓発を行いました。その結果、電子マニフェストと優良認定処理業者を活用している多量排

出事業者等が 62事業者増加し、全体で 300事業者となりました。一方で、複数回の訪問によって

も活用が進んでいない事業者もあり、継続して普及啓発を進める必要があります。

⑤産業廃棄物排出事業者団体（三重県産業廃棄物対策推進協議会）に対し、電子マニフェスト活用の

働きかけを行ったことや、操作体験研修会（14回）や運用相談会（8回）の開催により活用が促進

されてきています。今後、さらなる普及促進の取組が必要です。

⑤産業廃棄物処理業者の電子マニlフエストの加入や優良認定処理業者の育成は進んできていますが、

一般社団法人三重県産業廃棄物協会と緊密な連携のもとさらなる取組が必要です。

⑦県自らが優良認定処理業者を活用する仕組みについては、優良認定処理業者数が増加してきていま

すが、今後の増加状況を見据えつつ、関係部局と優良認定処理業者活用方策の協議、検討を進める

必要があります。

｜平成27年度の改善のポイントと取組方向 ； 

①産業廃棄物が不適正処理された4事案について、平成34年度までに対策を完了するよう、着実に工事を

実施していきます。なお、工事の実施にあたっては、地元および関係機関と十分に調整し、工事の進

捗状況や水質のモニタリング結果等を的確に情報共有します。

－四日市市大矢知・平津事案Iこついては、引き続き中溜池側と酉水路側の境界確定のための用地測

量を進めます。また、中溜池側の調整池および管理用道路の用地取得等を行ったうえで、設置工

事に着手します。
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ぎた、主主況を主alと行政が長期！ニわたり協議をつづけ、生活環境保全ょの支鍔徐去を！こ向けた取組を

滋めてをきたことから、当該事業で行ったリスクコミュニケーション等について、統存資料の猿現

などそを行い、アーカイブとしてとりまとめ家す。

・桑名市j勝十郎新宿事案については、事jぜF綴縁、鍛矢板の設置工事を行うとともに、汚染源竣およ

び低水幾F幹部の掘削による療治思i奴・主義主主を実施します。また、後期工務における犯処分場の対

策害事について、専門家の意見を2悪影ながち祭休釣な工法等を検討してい務ます。

’桑名前五反田事案については、引をき暴露泰、湾辺環境対策iこ留意し‘ i惑水畿の補強工事を行うとと

もに、廃棄物等の掘削・除去工務を行い、廃棄物等の主義穫を霊祭絡し家"t.
・密沼市市内山事案については、引き続き、硫化氷雪量！こ対する習をさきそを審議傑L 整形覆土工事を行う

とともに、発生する潔塁築物の処現在実施します。

＠呂田市市下海老事案および伊賀市比土事案について、引き総務モニタリングを実施しますe

③引き続き、行政代委主f守護費用の徴収について差押可能財産の抱緩！こ鍔めるdこともに、多主主長著書室異議毒事の

責任追及を実施し設す。

④環境技術指導員が俗語誌に多議排出家業者等を諮問し、排出家業者の処理責任の徹底！こj却す言葉子マニ

フェストおよび後t是認定処濠業者の活湾の普及事喜多きを行うとともに、既に導入等されている者葬祭餐に

ついても…臓の活用が~られるよう取忽泰道主めてい念家"t0 

⑤産業廃築物緋t知事業者向け！こ適正管理セミナーをき壁泌するとともに電子マニフニEストlこ係.Q操作体

験研修、滋F陸相談会の開催など産業廃棄物の遜1主主義潔！こ向けた取緩を進めます。＊た、議らなる普及

iこぬけて、利便伎の高いスマートフォンなど惑を滋尽した効果的な促進の方法について関係機関と協

議していをきます。

⑤一絞殺空襲2恋人三葉県産業溌棄物協会と漣携し、 E聖業廃棄物処理業者への震予マニフ:i::ストの普及や

優良認定処寝業者の育成！こ取り緩み＊"to
⑦9製自らが優良認定処走塁業容を活F脅する｛士総みについて、関係部局とS主体約主主等法等について検討を

進めます。
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